




目     次

整備及び検査関係

1、審査事務規程の一部改正について（第27次改正） ……………………………………………………1
2、運転者の視野遮へい物の装着禁止について ………………………………………………………………9
3、審査事務規程の一部改正について（第30次改正） ………………………………………………… 13
4、二輪自動車等の前照灯審査方法について ……………………………………………………………… 28
5、並行輸入自動車の届出書について………………………………………………………………………… 30
6、検査場のコース閉鎖について ……………………………………………………………………………… 31
7、重大事故発生について ……………………………………………………………………………………… 32
8、OCR記入時のお願い ………………………………………………………………………………………… 33
9、事業継続のための支援について…………………………………………………………………………… 36
10、タカタ製エアバックのリコールについて ……………………………………………………………… 38
11、「運転支援システム」を過信・誤解しないでください！ ………………………………………… 59
12、自動運転車に関する安全基準を策定しました！……………………………………………………… 61
13、車検証を紙から電子へ！ …………………………………………………………………………………… 68
14、自動運行装置（レベル３）に係る国際基準が初めて成立しました …………………………… 74
15、乗用車等の排出ガス・燃費性能の評価方法を改訂します ………………………………………… 81
16、後付けのペダル踏み間違い急発進等抑制装置の認定結果を公表します ……………………… 82
17、スキャンツールの導入補助を開始………………………………………………………………………… 85
18、地方運輸局職員採用試験（技術系社会人経験者）の実施について …………………………… 86
19、自動運転に対応した新たな検査手法を導入します ………………………………………………… 87
20、自動車の特定改造等の許可制度を本年11月より開始します ……………………………………… 89
21、台風の前に車両からの脱出手順の確認を！ …………………………………………………………… 95

振興会・商工組合関係

1、スキャンツール認定制度に基づく基本・応用研修及び認定店申請等に関する実施細則… 103
2、FAINES（ファイネス）について …………………………………………………………………… 106
3、平成31年度 自動車分解整備業実態調査結果の概要について ………………………………… 110
4、自動車整備業賠償共済保険 ……………………………………………………………………………… 115
5、「てんけん安心見舞金」制度のご案内 ……………………………………………………………… 117
6、代車のレンタカー化による新たなビジネスチャンス！！ ……………………………………… 122
7、売掛未収金回収制度のご案内 …………………………………………………………………………… 124





整 備 及 び 検 査 関 係





プレスリリース 

令和 2年 1月 31 日 

 

－－  審審査査事事務務規規程程のの一一部部改改正正ににつついいてて（（第第 2277 次次改改正正））－－ 

独立行政法人自動車技術総合機構は、独立行政法人自動車技術総合機構法（平成

11 年法律第 218 号）第 13 条第 1項の規定に基づく審査事務の実施に関する規程（審

査事務規程）の一部改正を行い、令和 2年 1月 31 日から施行します。 

 

主な改正の概要は、次のとおりです。 

 

１．道路運送車両の保安基準の細目を定める告示（平成 14 年国土交通省告示第 619

号）等の一部改正に伴う改正 

○ 専ら乗用の用に供する自動車（二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車

及び被牽引自動車を除く。）であって乗車定員 10 人未満のもの及び貨物の運送

の用に供する自動車（三輪自動車及び被牽引自動車を除く。）であって車両総

重量 3.5 トン以下のものには、協定規則第 152 号に規定された要件に適合した

乗用車等の衝突被害軽減制動制御装置を備えなければならないこととします。

［7-15、8-15、7-16、8-16］ 

  対象車：令和 3 年 11 月 1日（輸入自動車は令和 6 年 7 月 1 日）以降の新型車 

令和 7 年 12 月 1日（輸入自動車は令和 8 年 7 月 1 日）以降の継続生産車 

 

２．その他、審査方法の明確化、書きぶりの適正化等の所要の改正を行います。 

 

 

 

審査事務規程の全文は当機構ホームページに掲載しています。 

（https://www.naltec.go.jp/） 

 

お問い合わせ先 

 〒160-0003 東京都新宿区四谷本塩町 4-41 住友生命四谷ビル 

  独立行政法人自動車技術総合機構 検査部検査課 

    電話 ０３－５３６３－３４４１（代表） 

    FAX  ０３－５３６３－３３４７ 

 

1,審査事務規程の一部改正について（第27次改正）
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自動車技術総合機構からのお知らせ

運転者の視野遮へい物の
装着禁止について

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等が

令和2年1月31日付けで改正され、運転者の視野の

一部を遮へいする板状のものに関する装着禁止規定

が明確化されました。

これらについては、令和2年1月31日以降、自動

車の製作された日を問わず次に掲げる自動車に適用

されますのでお知らせします。

※ ご不明な点についてはお問い合わせください。

■対象となる自動車
●乗車定員11人以上の乗用自動車
●車両総重量3.5t超の貨物自動車
●大型特殊自動車

■装着していると基準不適合となる板状のものの例
●前面窓ガラス下部に装着するもの（窓ガラスへの接触状態を問わず）

●ワイパーに取付ける羽
●ワイパーを保護するカバー類

令和2年2月4日

掲示期限 令和3年2月4日

※窓ガラス下部の板 ※ワイパー羽 ※ワイパーを保護するカバー類

2,運転者の視野遮へい物の装着禁止について
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プレスリリース 

令和 2 年 6月 12 日 

－－  審審査査事事務務規規程程のの一一部部改改正正ににつついいてて（（第第 3300 次次改改正正））－－ 

独立行政法人自動車技術総合機構は、独立行政法人自動車技術総合機構法（平成

11 年法律第 218 号）第 13 条第 1 項の規定に基づく審査事務の実施に関する規程（審

査事務規程）の一部改正を行い、令和 2年 6月 12 日から施行します。 

主な改正の概要は、次のとおりです。 

１．道路運送車両の保安基準（昭和 26 年運輸省令第 67 号）及び道路運送車両の保安

基準の細目を定める告示（平成 14 年国土交通省告示第 619 号）等の一部改正に伴

う改正 

【自動運行装置関係】 

○ 自動運行装置は、プログラムによる当該自動車の自動的な運行の安全性を確

保できるものとして、機能、性能等に関する基準に適合するものでなければな

らないこととします。［6-104、7-104、8-104］ 

対象車：自動車の製作年月日にかかわらず、自動運行装置を備える自動車（二輪自動車、側車付二輪

自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。） 

【電気装置関係】 

○ 自動運行装置を備える自動車の電気装置は、次に掲げる基準に適合するもの

でなければならないこととします。［7-25、8-25］ 

・サイバーセキュリティを確保できるものとして、性能に関する基準 

・当該装置に組み込まれたプログラム等を確実に改変できるものとして、機能

及び性能に関する基準 

【座席関係】 

○ 協定規則第 80 号に対応する自動車に備えられた座席（主に大型バスの客席）

について、自動車の衝突を想定した場合等に座席が走行方向に移動することを

防止できるよう車両構造に確実に取付けられていない場合には、乗員保護及び

座席の取付方法の試験について静的試験を禁止することとします。［7-39］ 

対象車：令和 3年 9月 1日以降の新型車 

令和 4年 9月 1日以降の継続生産車 

２．その他、審査方法の明確化、書きぶりの適正化等の所要の改正を行います。 

 

審査事務規程の全文は当機構ホームページに掲載しています。 

（https://www.naltec.go.jp/） 

 

 
お問い合わせ先 

 〒160-0003 東京都新宿区四谷本塩町 4-41 住友生命四谷ビル 

  独立行政法人自動車技術総合機構 検査部検査課 

    電話 ０３－５３６３－３４４１（代表） 

    FAX  ０３－５３６３－３３４７ 

3,審査事務規程の一部改正について（第30次改正）

13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



自動車技術総合機構からのお知らせ
令和2年6月12日

二輪自動車及び側車付二輪自動車（次の①及び②掲げるも
のに限る。）にあっては、前照灯試験機による審査方法を、現
在の走行用前照灯による審査方法からすれ違い用前照灯による
審査方法へ変更します。

ただし、すれ違い用前照灯による審査方法のための設備・体
制整備が整うまでの間、現在使用している走行用前照灯試験機
により審査を行うことができるものとします。
本改正の適用日：令和元年10月1日～

（なお、平成31年4月1日以降すれ違い測定を希望される場合は検査官にお問い合わせください）

二輪自動車等の前照灯審査について、
すれ違い用前照灯の審査方法を規定します

◆すれ違い用前照灯の審査基準

（1）次図に掲げる範囲にカットオフライン又はエルボー点があること。

（2）光度測定点における光度が3,200cd以上あること。

◆ただし、設備・体制整備が整うまでの間は

（1）現在行っている走行用前照灯による審査方法でも可能です。

（2）現在使用している前照灯試験機により計測可能な範囲にて審査を行い、

次の①及び②に適合するものは「すれ違い用前照灯の審査基準」に適合

するものとします。※当該審査を希望する場合は必ず検査官に申し出てください。

①すれ違い用前照灯のカットオフラインが前照灯の照明部中心面の水平面以下であること。

②すれ違い用前照灯の最高光度点の光度が5,000cd以上であること又は走行用前照灯の最高
光度点の光度が15,000cd以上であること。

※ ご不明な点についてはお問い合わせください。

【概要】

水平カットオフラインを有するもの エルボー点を有するもの

掲示期限 令和3年6月12日

① 平成27年6月1日以降に製作された自動車であって、
UN R98、UN R112又はUN R113に適合するもの

② 令和2年10月１日以降に製作された自動車

4,二輪自動車等の前照灯審査方法について
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前照灯審査の別（走行用・すれ違い用）
（令和2年10月1日（UN R98･112･113適合車は平成27年6月1日）

以降に製作された自動車）

現行の走行用の基準にて合否を判定
（※審査事務規程7-62テスタ等による審

査により判定）

不適合適合

計測により表示された、カットオフライン（水平部
分）の位置が当該自動車に備える前照灯の照明部中心

面の水水平平面面以以下下である。

計測により表示されたすれ違い用前照灯の最高
光度点の光度が5,000cd以上である。

計測により表示された、最高光度点の光
度が15,000cd以上である。
（※向きは問わない。）

不適合適合

Yes

Yes

Yes

No

No

No

【走行用前照灯試験機を使用】
すれ違い用前照灯を点灯させ計測を実施【走行用前照灯試験機を使用】

走行用前照灯を点灯させ計測を実施

【走行用前照灯試験機を使用】
走行用前照灯を点灯させ計測を実施

走行用前照灯による場合 すれ違い用前照灯による場合
※必ず検査官に申し出てください。

不合格合格

二輪自動車等のすれ違い用前照灯審査の
設備・体制整備が整うまでの間の措置フロー

29



自動車技術総合機構からのお知らせ

■並行輸入自動車の届出書様式のダウンロードURL

並行輸入自動車にかかる
届出書が変更になります

https://www.naltec.go.jp/fkoifn00000011hj.html

並行輸入自動車にかかる事前書面審査の届出において、

令和2年10月以降に届出されるものから次の点が変更になり

ますので、お知らせします。

※届出時に必要な添付資料については、当機構のホームページ
に掲載している審査事務規程別添3「並行輸入自動車審査要
領」をご参照ください。

※ ご不明な点についてはお問い合わせください。

① 並行輸入自動車届出書（第1号様式（その2））が変わり

ます。

→ 新たな様式のWordデータについては、当機構ホームページのトップペー

ジ下段にあるアイコンからダウンロード可能ですのでご活用ください。

② 自動運行装置が備えられている自動車は、第1号様式（そ

の2）「自動運行装置」欄の有無のいずれかに届出される

方が必ず〇（マル）印を付すこととなります。

トップページを
下方にスクロール

左から2番目の
アイコンをクリック

令和2年6月12日

掲示期限 令和3年6月12日

5,並行輸入自動車の届出書について
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お知らせとお願い

東北検査部（仙台検査場）の検査機器
更新工事に伴い「第３コース」を閉鎖
します。

日頃より、自動車検査業務にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうござい
ます。
東北検査部（仙台検査場）では検査機器更新工事に伴い、令和２年１０月上旬

から令和３年２月下旬までの約５ヶ月間、第３コースを閉鎖します。

つきましては、工事期間中、小型マルチテスタコースの減少に伴い他の小型コー
スに集中する可能性がありますので、フルタイム４ＷＤ車以外の車両は極力、第
４コース又は第５コースにて受検していただきますようお願いします。
ただし、マルチテスタでなければスピードメータ測定が出来ない車両はマルチ
テスタにお並びください。

また、工事期間中は支局構内の混雑が予想されますので、ご予約いただいたラ
ウンドでのコース待機及び受検時間を遵守されますようお願いします。

なお、第３コース閉鎖に伴い、以下のとおり検査実施体制の見直しを行うこと
としておりますので、お知らせします。
○ １～２ラウンド及び３～４ラウンド間は原則交代時間を設けず検査を実施
○ 予約台数が多い場合には５ラウンド（継続検査に限る）を設定
○ 第４コースにフリーローラーを設置（４ＷＤ車の受検可能）
○ 工事期間中誘導員を配置

受検される皆様には大変ご迷惑をお掛けすることとなりますが、何卒ご理解とご
協力のほどよろしくお願いします。

令和２年８月１１日
自動車技術総合機構東北検査部
東北運輸局宮城運輸支局

6,検査場のコース閉鎖について
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独立行政法人
N'AtliEC 自動車技術総合機構

ピットから頭を出していたところ後続
の車両にひかれ、車両と床に挟まれ
る事故が発
必要以上にフロアリフトを高くしないこと

頭をピットから出さないこと

ヘルメット及び防護メガネを必ず着用すること

7,重大事故発生について
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8,OCR記入時のお願い
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だ
さ
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。

 

 

34



  

Ｏ
Ｃ
Ｒ
申
請
書
の
印
刷
等
に
関
す
る
注
意
事
項
 

 

 
  
〇
印
刷
色

  
  
  
  

  
  

 
 

 
様様
式式
のの
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線線
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を
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し
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く
だ
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。
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裏
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へ
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印
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Ｒ
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ささ
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。。
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印
刷
方
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オ
フ
セ
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刷
又
は
レ
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ザ
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リ
ン
ト
し
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も
の
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あ
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こ
と
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必
要
で
す
。
イイ
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ェェ
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印印
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印印
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慮慮
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いい
。。

 

〇
申
請
書
の
コ
ピ
ー

  
  
  

 
Ｏ
Ｃ
Ｒ
申
請
書
は
電
子
機
器
で
読
み
取
り
を
行
う
た
め
、
ＯＯ
ＣＣ
ＲＲ
申申
請請
書書
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ココ
ピピ
ーー
しし
たた
もも
のの
は
、
印
刷
の
ズ
レ
や

 

か
す
れ
が
発
生
す
る
恐
れ
が
あ
り
、
読
み
取
り
に
支
障
が
で
る
た
め
、
申申
請請
にに
はは
使使
用用
でで
きき
まま
せせ
んん
。。

 

必必
ずず
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リリ
ンン
タタ
かか
らら
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のの
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は
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でで
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せせ
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の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
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の
設
定
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Ｄ
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時
の
設
定
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面
に
お
い
て
、
必
ず
、
「「
実実
際際
のの
ササ
イイ
ズズ
」」
をを
選選
択択
し
て
印
刷
し
て
く
だ
さ
い
。
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◆◆売売上上減減少少にに伴伴いい、、事事業業のの継継続続ののたためめのの運運転転資資金金ととししたたいい時時

新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染症症特特別別貸貸付付 等等
コロナ特別貸付等の資金繰り支援。信用力や担保に依らず一律金利とし、融資後の3年間まで0.9％の

金利引き 下げを実施。据置期間は最長５年。各公庫の既往債務の借換も可能。

●日本政策金融公庫：0120-154-505（平日）

●商工中金：0120-542-711（平日・休日）

●民間金融：0570-783-183（平日・休日）

※お近くの中小企業関連団体、支援機関等でも経営相談を受付

●https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf#page=8
貸貸付付

セセーーフフテティィーーネネッットト保保証証44号号 、、55号号
一時的に売上減少など業況悪化を来しているが、中期的には、その業績が回復し、かつ発展することが

見込まれる中小企業者の経営基盤の強化を支援する融資制度。（経済産業省）

●日本政策金融公庫 事業資金相談ダイヤル：0120-154-505（平日）

●沖縄振興開発金融公庫 融資第二部中小企業融資第一班：098-941-17（平日）

●日本政策金融公庫：0120-112476（国民生活事業）（土日祝）

0120-327790（中小企業事業）（土日祝）

●沖縄振興開発金融公庫：098-941-1795（土日祝）

●https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf#page=18 貸貸付付

危危機機関関連連保保証証
経営の安定に支障が生じている中小企業者を、一般保証とは別枠の保証の対象とする資金繰り支援制度

（経済産業省）

●取引のある金融機関又は最寄りの信用保証協会

●https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf#page=19 貸貸付付

特特別別利利子子補補給給制制度度
日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」等若しくは商工中金等による「危機対応

融資」により 借入を行った中小企業者等のうち、売上高が急減した事業者などに対して、利子補給を

実施。

●中小企業金融相談窓口：0570ｰ783183

●https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf#page=11
利利子子補補給給

民民間間金金融融機機関関ににおおけけるる実実質質無無利利子子・・無無担担保保融融資資
国が補助を行う都道府県等による制度融資において、セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証

のいずれかを利用した場合に、要件を満たせば、保証料・利子の減免。

●中小企業金融相談窓口：0570ｰ783183

●https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf#page=20
利利子子補補給給

事事業業継継続続ののたためめのの支支援援ににつついいてて
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業継続が困難となっている方に対し

ての官民支援制度がありますので以下を参考にご活用願います。

売売上上55%%以以上上減減少少

売売上上2200%%以以上上減減少少 売売上上55%%以以上上減減少少

売売上上1155%%以以上上減減少少

持持続続化化給給付付金金
持続化給付金を創設し、法人には最大200万円、個人事業者には最大100万円、事業全般に広く使え

る給付金を支給。（中小企業庁）

●相談ダイヤル：0120－115－570（IP電話：03-6831-0613）

●https://www.jizokuka-kyufu.jp/
給給付付

売売上上5500%%以以上上減減少少

9,事業継続のための支援について
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国土交通省自動車局　整備課

◆◆従従業業員員をを一一時時的的にに休休業業ささせせたたいいがが、、手手当当のの支支払払いいでで困困っってていいるる時時

雇雇用用調調整整助助成成金金
雇用調整助成金で手当等の一部を助成。

休業手当等について、４/５（解雇等を行わない場合は、９/10）を助成。更に、一定の要件を満たす

場合は、特例的に助成率を100%に引上げ。 ※中小企業の場合（経済産業省）

●都道府県労働局または公共職業安定所（ハローワーク）

又は学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター：0120-60-3999

●https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

助助成成

◆◆売売上上減減少少にに伴伴いい、、税税金金やや保保険険料料等等のの支支払払いいがが困困難難ととななっったた時時

厚厚生生年年金金保保険険料料支支払払いい期期限限及及びび換換価価猶猶予予
厚生年金保険料等を納付することにより、事業の継続等を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に

該当するときは、年金事務所へ申請することにより、納付期限の猶予や納付すべき保険料等の納期限を

超過しても換価の猶予が認められる場合あり。（厚生労働省）

●厚生年金保険料納付猶予相談窓口：0570-666-228（ナビダイヤル）

※050で始まる電話ではご利用不可

●https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10866.html 猶猶予予

労労働働保保険険料料等等のの支支払払いい猶猶予予
事業に係る収入に相当の減少があった事業主の方において、申請により労働保険料等の納付を１年間猶

予する場合あり。（厚生労働省）

●最寄りの都道府県労働局又は労働基準監督署

●https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10647.html 猶猶予予

所所得得税税のの猶猶予予
収入が大幅に減少している方に向けて、納税の猶予の特例（支払いの猶予や分割支払いなど）あり。

（国税庁）

●国税局猶予相談センター（管轄する国税局）

●https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm 猶猶予予

固固定定資資産産税税のの減減免免
中小企業・小規模事業者（個人事業者も含みます）の保有する建物や設備等の来年（2021年）の固定

資産税・都市計画税を、事業収入の減少幅に応じ、ゼロまたは1／2とする。（地方自治体）

●固定資産税等の軽減相談窓口 ：0570－077322

●https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf#page=69 猶猶予予

◆◆車車検検のの受受付付ののたためめｗｗｅｅｂｂササイイトトをを作作成成しし顧顧客客拡拡大大ししたたいい時時

支支援援

持持続続化化補補助助（（ココロロナナ特特別別対対応応型型））
小規模事業者が新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるために行う販路開拓等の取組を支援。

●全国商工会連合会：03-6670-3960（平日） http://www.shokokai.or.jp/jizokuka_t/

●日本商工会議所：03-6447-5485（平日） https://r2.jizokukahojokin.info/corona/
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令 和 ２年 １月 ２ ８ 日

自動車局審査・リコール課

整 備 課

タタカカタタ製製エエアアババッッググののリリココーールル未未改改修修車車両両をを車車検検でで通通ささなないい措措置置のの拡拡大大ににつついいてて

１１．．背背景景

タカタ製エアバッグについては、異常破裂し、金属片が飛散する不具合が発生しているた

め、平成 年以降、総台数 万台（令和元年 月末時点）のリコールを実施しており

ます。

加えて、これらのリコール対象車のうち、特に異常破裂する危険性の高い車両であって未

改修のものを対象に平成 年 月 日より、車検で通さない措置を講じております。

その対象は、①エアバッグの製造管理が不適切であったもの又は②国内で異常破裂したエ

アバッグと同じタイプであって生産から 年以上経過したものを搭載した車両としており

ます。

今般、当該措置の開始から時間の経過とともに、国内で異常破裂したエアバッグと同じタ

イプを搭載した車両について、新たに生産から 年以上経過したものがあること等から、こ

れらを、順次、車検で通さない措置の対象と致します。

２２．．措措置置のの概概要要

施行日までにユーザーに対して改修の必要性について周知している、平成 年 月以前

にリコール届出されているものであって、次の未改修車を対象範囲として、令和 年 月

日より車検を通さないこととします（令和元年 月末時点で対象台数約 万台）。

①エアバッグの製造管理が不適切であったもの

②国内で異常破裂したエアバッグと同じタイプを搭載し、平成 年 月 日より前に製

作された自動車（＝生産から 年以上経過したエアバッグを搭載した自動車）

以降、上記と同様の考え方で未改修車両を自動的に車検停止の対象とします（令和元年

月末時点で対象台数約 万台）（別紙１参照）。

なお、現時点で対象としない未改修車両についても、不具合事例を収集し、危険性が高い

と判断した場合には対象に追加します。

【お問い合わせ先】

自動車局審査・リコール課 多田、片山

代表： （内線： ）、直通：

：

国土交通省では、タカタ製エアバッグのリコール改修を促進するため、未改修車両を車検で

通さない措置の対象車両を令和 年 月 日より順次拡大します。

10,タカタ製エアバックのリコールについて
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令 和 ２年 １月 ２ ８ 日

自動車局審査・リコール課

整 備 課

タタカカタタ製製エエアアババッッググののリリココーールル未未改改修修車車両両をを車車検検でで通通ささなないい措措置置のの拡拡大大ににつついいてて

１１．．背背景景

タカタ製エアバッグについては、異常破裂し、金属片が飛散する不具合が発生しているた

め、平成 年以降、総台数 万台（令和元年 月末時点）のリコールを実施しており

ます。

加えて、これらのリコール対象車のうち、特に異常破裂する危険性の高い車両であって未

改修のものを対象に平成 年 月 日より、車検で通さない措置を講じております。

その対象は、①エアバッグの製造管理が不適切であったもの又は②国内で異常破裂したエ

アバッグと同じタイプであって生産から 年以上経過したものを搭載した車両としており

ます。

今般、当該措置の開始から時間の経過とともに、国内で異常破裂したエアバッグと同じタ

イプを搭載した車両について、新たに生産から 年以上経過したものがあること等から、こ

れらを、順次、車検で通さない措置の対象と致します。

２２．．措措置置のの概概要要

施行日までにユーザーに対して改修の必要性について周知している、平成 年 月以前

にリコール届出されているものであって、次の未改修車を対象範囲として、令和 年 月

日より車検を通さないこととします（令和元年 月末時点で対象台数約 万台）。

①エアバッグの製造管理が不適切であったもの

②国内で異常破裂したエアバッグと同じタイプを搭載し、平成 年 月 日より前に製

作された自動車（＝生産から 年以上経過したエアバッグを搭載した自動車）

以降、上記と同様の考え方で未改修車両を自動的に車検停止の対象とします（令和元年

月末時点で対象台数約 万台）（別紙１参照）。

なお、現時点で対象としない未改修車両についても、不具合事例を収集し、危険性が高い

と判断した場合には対象に追加します。

【お問い合わせ先】

自動車局審査・リコール課 多田、片山

代表： （内線： ）、直通：

：

国土交通省では、タカタ製エアバッグのリコール改修を促進するため、未改修車両を車検で

通さない措置の対象車両を令和 年 月 日より順次拡大します。

別別紙紙２２

現現行行のの対対象象範範囲囲【【平平成成３３００年年５５月月よよりり施施行行】】

施行日までにユーザーに対して改修の必要性について周知している、平成 年 月

以前にリコール届出されているものであって、次の未改修車を対象範囲として、平成

年 月 日より車検を通さないこととします。

① エアバッグの製造管理が不適切であったもの

② 国内で異常破裂したエアバッグと同じタイプを搭載し、平成 年 月 日より前に

製作された自動車（＝生産から 年以上経過したエアバッグを搭載した自動車）

いすゞ自動車株式会社

通称名 対象となる車両の製造年月の範囲

コモ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

株式会社

通称名 対象となる車両の製造年月の範囲

レガシィ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

インプレッサ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ダイハツ工業株式会社

通称名 対象となる車両の製造年月の範囲

ミラ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

エッセ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ハイゼット 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ハイゼット デッキバン 平成 年 月 ～ 平成 年 月

トヨタ自動車株式会社

通称名 対象となる車両の製造年月の範囲

アベンシス／アベンシスワゴン 平成 年 月 ～ 平成 年 月

アルファード ／ ／ハイブリッド 平成 年 月 ～ 平成 年 月

アレックス 平成 年 月 ～ 平成 年 月

イプサム 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ヴィッツ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ヴェロッサ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ヴォクシー 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ヴォルツ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

オーハ゜ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ガイア 平成 年 月 ～ 平成 年 月

カローラ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

カローラフィールダー 平成 年 月 ～ 平成 年 月
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カローラランクス 平成 年 月 ～ 平成 年 月

サクシード 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ソアラ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ノア 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ブレビス 平成 年 月 ～ 平成 年 月

プロボックス 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ベルタ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

マークⅡ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

マークⅡブリット 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ＲＡ ４ ／ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ＷｉＬＬ サイファ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ＷｉＬＬ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

レクサス（トヨタ自動車株式会社）

通称名 対象となる車両の製造年月の範囲

ＳＣ４３０ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

日産自動車株式会社

通称名 対象となる車両の製造年月の範囲

キューブ（ 型） 平成 年 月 ～ 平成 年 月

セフィーロ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

リバティ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ブルーバードシルフィ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

キャラバン 平成 年 月 ～ 平成 年 月

エクストレイル 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ティアナ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ダットサン 平成 年 月 ～ 平成 年 月

サファリ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

プレサージュ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

フーガ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

キューブ（ 型） 平成 年 月 ～ 平成 年 月

マーチ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

バネット 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ビー・エム・ダブリュー株式会社

通称名 対象となる車両の製造年月の範囲

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

ﾂｰﾘﾝｸﾞ 平成 年 月 ～ 平成 年 月
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カローラランクス 平成 年 月 ～ 平成 年 月

サクシード 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ソアラ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ノア 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ブレビス 平成 年 月 ～ 平成 年 月

プロボックス 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ベルタ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

マークⅡ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

マークⅡブリット 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ＲＡ ４ ／ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ＷｉＬＬ サイファ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ＷｉＬＬ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

レクサス（トヨタ自動車株式会社）

通称名 対象となる車両の製造年月の範囲

ＳＣ４３０ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

日産自動車株式会社

通称名 対象となる車両の製造年月の範囲

キューブ（ 型） 平成 年 月 ～ 平成 年 月

セフィーロ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

リバティ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ブルーバードシルフィ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

キャラバン 平成 年 月 ～ 平成 年 月

エクストレイル 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ティアナ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ダットサン 平成 年 月 ～ 平成 年 月

サファリ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

プレサージュ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

フーガ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

キューブ（ 型） 平成 年 月 ～ 平成 年 月

マーチ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

バネット 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ビー・エム・ダブリュー株式会社

通称名 対象となる車両の製造年月の範囲

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

ﾂｰﾘﾝｸﾞ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

ｶﾌﾞﾘｵﾚ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

本田技研工業株式会社

通称名 対象となる車両の製造年月の範囲

アコード 平成 年 月 ～ 平成 年 月

アコードワゴン 平成 年 月 ～ 平成 年 月

インサイト 平成 年 月 ～ 平成 年 月

エアウェイブ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

エディックス 平成 年 月 ～ 平成 年 月

エリシオン
平成 年 月 ～ 平成 年 月

エリシオン プレステージ

クロスロード 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ザッツ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

シビック 平成 年 月 ～ 平成 年 月

シビック ハイブリッド 平成 年 月 ～ 平成 年 月

シビック フェリオ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ステップワゴン
平成 年 月 ～ 平成 年 月

ステップワゴン スパーダ

ストリーム 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ゼスト ゼスト スパーク 平成 年 月 ～ 平成 年 月

パートナー 平成 年 月 ～ 平成 年 月

フィット
平成 年 月 ～ 平成 年 月

フィット シャトル

フリード 平成 年 月 ～ 平成 年 月

モビリオ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

モビリオ スパイク 平成 年 月 ～ 平成 年 月

レジェンド 平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

ＦＣＸクラリティ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

（本田技研工業株式会社）

通称名 対象となる車両の製造年月の範囲

インスパイア セイバー 平成 年 月 ～ 平成 年 月

エレメント 平成 年 月 ～ 平成 年 月

シビック ＧＸ 平成 年 月 ～ 平成 年 月
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（本田技研工業株式会社）

通称名 対象となる車両の製造年月の範囲

フィット アリア 平成 年 月 ～ 平成 年 月

（本田技研工業株式会社）

通称名 対象となる車両の製造年月の範囲

ラグレイト 平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

マツダ株式会社

通称名 対象となる車両の製造年月の範囲

アテンザ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ＲＸ ８ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ボンゴ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ボンゴブローニイ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

タイタン 平成 年 月 ～ 平成 年 月

三菱自動車工業株式会社

通称名 対象となる車両の製造年月の範囲

ランサー 平成 年 月 ～ 平成 年 月

アイ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

トライトン 平成 年 月 ～ 平成 年 月

デリカ（商用車） 平成 年 月 ～ 平成 年 月

42



（本田技研工業株式会社）

通称名 対象となる車両の製造年月の範囲

フィット アリア 平成 年 月 ～ 平成 年 月

（本田技研工業株式会社）

通称名 対象となる車両の製造年月の範囲

ラグレイト 平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

マツダ株式会社

通称名 対象となる車両の製造年月の範囲

アテンザ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ＲＸ ８ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ボンゴ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ボンゴブローニイ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

タイタン 平成 年 月 ～ 平成 年 月

三菱自動車工業株式会社

通称名 対象となる車両の製造年月の範囲

ランサー 平成 年 月 ～ 平成 年 月

アイ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

トライトン 平成 年 月 ～ 平成 年 月

デリカ（商用車） 平成 年 月 ～ 平成 年 月

今今回回追追加加ととななるる対対象象範範囲囲【【令令和和２２年年５５月月よよりり施施行行】】

施行日までにユーザーに対して改修の必要性について周知している、平成 年 月

以前にリコール届出されているものであって、次の未改修車を対象範囲として、令和 年

月 日より車検を通さないこととします。

① エアバッグの製造管理が不適切であったもの

② 国内で異常破裂したエアバッグと同じタイプを搭載し、平成 年 月 日より前に

製作された自動車（＝生産から 年以上経過したエアバッグを搭載した自動車）

アウディジャパン株式会社

通称名 対象となる車両の製造年月の範囲

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

いすゞ自動車株式会社

通称名 対象となる車両の製造年月の範囲

コモ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ダイハツ工業株式会社

通称名 対象となる車両の製造年月の範囲

エッセ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

トヨタ自動車株式会社

通称名 対象となる車両の製造年月の範囲

アルファード ／ヴェルファイア 平成 年 月 ～ 平成 年 月

イプサム 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ヴィッツ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

オーリス 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ガイア 平成 年 月

カローラ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

カローラアクシオ 平成 年 月 ～ 平成 年 月
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カローラフィールダー 平成 年 月 ～ 平成 年 月

カローラランクス 平成 年 月 ～ 平成 年 月

カローラルミオン 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ノア／ヴォクシー 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ブレイド 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ブレビス 平成 年 月

プロボックス／サクシード 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ベルタ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

マークⅡ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ＲＡ ４ ／ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

日産自動車株式会社

通称名 対象となる車両の製造年月の範囲

キューブ（ 型） 平成 年 月 ～ 平成 年 月

セフィーロ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

リバティ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ブルーバードシルフィ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

キャラバン 平成 年 月 ～ 平成 年 月

エクストレイル 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ティアナ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ダットサン 平成 年 月 ～ 平成 年 月

サファリ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

プレサージュ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

フーガ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

バネット 平成 年 月 ～ 平成 年 月

オッティ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

キックス 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ビー・エム・ダブリュー株式会社

通称名 対象となる車両の製造年月の範囲

ｸｰﾍﾟ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ｶﾌﾞﾘｵﾚ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ｸﾞﾗﾝｸｰﾍﾟ 平成 年 月

プジョー・シトロエン・ジャポン株式会社

通称名 対象となる車両の製造年月の範囲

Ｃ３ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

Ｃ４ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ＤＳ３ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ＤＳ４ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ＤＳ５ 平成 年 月 ～ 平成 年 月
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カローラフィールダー 平成 年 月 ～ 平成 年 月

カローラランクス 平成 年 月 ～ 平成 年 月

カローラルミオン 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ノア／ヴォクシー 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ブレイド 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ブレビス 平成 年 月

プロボックス／サクシード 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ベルタ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

マークⅡ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ＲＡ ４ ／ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

日産自動車株式会社

通称名 対象となる車両の製造年月の範囲

キューブ（ 型） 平成 年 月 ～ 平成 年 月

セフィーロ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

リバティ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ブルーバードシルフィ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

キャラバン 平成 年 月 ～ 平成 年 月

エクストレイル 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ティアナ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ダットサン 平成 年 月 ～ 平成 年 月

サファリ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

プレサージュ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

フーガ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

バネット 平成 年 月 ～ 平成 年 月

オッティ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

キックス 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ビー・エム・ダブリュー株式会社

通称名 対象となる車両の製造年月の範囲

ｸｰﾍﾟ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ｶﾌﾞﾘｵﾚ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ｸﾞﾗﾝｸｰﾍﾟ 平成 年 月

プジョー・シトロエン・ジャポン株式会社

通称名 対象となる車両の製造年月の範囲

Ｃ３ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

Ｃ４ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ＤＳ３ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ＤＳ４ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ＤＳ５ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

フォルクスワーゲングループジャパン株式会社

通称名 対象となる車両の製造年月の範囲

平成 年 月 ～ 平成 年 月

ﾎﾟﾛ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ﾎﾟﾛ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ﾎﾟﾛ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ﾎﾟﾛ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ﾎﾟﾛ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ｸﾛｽﾎﾟﾛ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ｺﾞﾙﾌ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ｺﾞﾙﾌ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ｺﾞﾙﾌ ｶﾌﾞﾘｵﾚ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ﾊﾟｻｰﾄ ｾﾀﾞﾝ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ﾊﾟｻｰﾄ ｳﾞｧﾘｱﾝﾄ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ﾊﾟｻｰﾄ ｳﾞｧﾘｱﾝﾄ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ﾊﾟｻｰﾄ ｵｰﾙﾄﾗｯｸ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

ﾊﾟｻｰﾄ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ﾊﾟｻｰﾄ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ｼｬﾗﾝ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

本田技研工業株式会社

通称名 対象となる車両の製造年月の範囲

アコード 平成 年 月 ～ 平成 年 月

インサイト 平成 年 月 ～ 平成 年 月

インスパイア 平成 年 月 ～ 平成 年 月

エリシオン
平成 年 月 ～ 平成 年 月

エリシオン プレステージ

オデッセイ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

シビック 平成 年 月 ～ 平成 年 月

シビック ハイブリッド 平成 年 月 ～ 平成 年 月

シビック フェリオ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ストリーム 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ゼスト ゼスト スパーク 平成 年 月 ～ 平成 年 月

フィット
平成 年 月 ～ 平成 年 月

フィット シャトル

フリード 平成 年 月 ～ 平成 年 月

レジェンド 平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

45



（本田技研工業株式会社）

通称名 対象となる車両の製造年月の範囲

平成 年 月 ～ 平成 年 月

マツダ株式会社

通称名 対象となる車両の製造年月の範囲

デミオ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ボンゴ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

三菱自動車工業株式会社

通称名 対象となる車両の製造年月の範囲

アイ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

デリカ（商用車） 平成 年 月 ～ 平成 年 月

デリカ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

トッポ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ランサー 平成 年 月 ～ 平成 年 月

トライトン 平成 年 月 ～ 平成 年 月

パジェロ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

パジェロミニ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

・ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

メルセデス・ベンツ日本株式会社

通称名 対象となる車両の製造年月の範囲

ビアノ／ 平成 年 月 ～ 平成 年 月
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（本田技研工業株式会社）

通称名 対象となる車両の製造年月の範囲

平成 年 月 ～ 平成 年 月

マツダ株式会社

通称名 対象となる車両の製造年月の範囲

デミオ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ボンゴ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

三菱自動車工業株式会社

通称名 対象となる車両の製造年月の範囲

アイ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

デリカ（商用車） 平成 年 月 ～ 平成 年 月

デリカ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

トッポ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ランサー 平成 年 月 ～ 平成 年 月

トライトン 平成 年 月 ～ 平成 年 月

パジェロ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

パジェロミニ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

・ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

メルセデス・ベンツ日本株式会社

通称名 対象となる車両の製造年月の範囲

ビアノ／ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

今今回回追追加加ととななるる対対象象範範囲囲【【令令和和４４年年５５月月よよりり施施行行】】

施行日までにユーザーに対して改修の必要性について周知している、令和 年 月

以前にリコール届出されているものであって、次の未改修車を対象範囲として、令和 年

月 日より車検を通さないこととします。

① エアバッグの製造管理が不適切であったもの

② 国内で異常破裂したエアバッグと同じタイプを搭載し、平成 年 月 日より前に

製作された自動車（＝生産から 年以上経過したエアバッグを搭載した自動車）

ジャガー・ランドローバー・ジャパン株式会社

通称名 対象となる車両の製造年月の範囲

ディスカバリースポーツ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

トヨタ自動車株式会社

通称名 対象となる車両の製造年月の範囲

アベンシス／アベンシスワゴン 平成 年 月 ～ 平成 年 月

アルファード ／ ／ハイブリッド 平成 年 月 ～ 平成 年 月

アルファード ／ヴェルファイア 平成 年 月 ～ 平成 年 月

アレックス 平成 年 月 ～ 平成 年 月

イプサム 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ヴェロッサ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

オーハ゜ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ガイア 平成 年 月 ～ 平成 年 月

カローラ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

カローラフィールダー 平成 年 月 ～ 平成 年 月

カローラランクス 平成 年 月 ～ 平成 年 月

カローラルミオン 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ソアラ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ノア／ヴォクシー 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ブレビス 平成 年 月 ～ 平成 年 月

プロボックス／サクシード 平成 年 月 ～ 平成 年 月

マークⅡ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

マークⅡブリット 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ＷｉＬＬ サイファ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ＷｉＬＬ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

レクサス（トヨタ自動車株式会社）

通称名 対象となる車両の製造年月の範囲

ＩＳ Ｆ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ＩＳ ２５０Ｃ 平成 年 月 ～ 平成 年 月
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ＳＣ ４３０ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

日産自動車株式会社

通称名 対象となる車両の製造年月の範囲

バネット 平成 年 月 ～ 平成 年 月

オッティ 平成 年 月

ビー・エム・ダブリュー株式会社

通称名 対象となる車両の製造年月の範囲

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

ｸﾞﾗﾝﾂｰﾘｽﾓ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ｸﾞﾗﾝﾂｰﾘｽﾓ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ｸﾞﾗﾝﾂｰﾘｽﾓ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

ｸﾞﾗﾝｸｰﾍﾟ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ｸﾞﾗﾝｸｰﾍﾟ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ｸﾞﾗﾝｸｰﾍﾟ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

ﾂｰﾘﾝｸﾞ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ﾂｰﾘﾝｸﾞ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ﾂｰﾘﾝｸﾞ 平成 年 月 ～ 平成 年 月
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ＳＣ ４３０ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

日産自動車株式会社

通称名 対象となる車両の製造年月の範囲

バネット 平成 年 月 ～ 平成 年 月

オッティ 平成 年 月

ビー・エム・ダブリュー株式会社

通称名 対象となる車両の製造年月の範囲

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

ｸﾞﾗﾝﾂｰﾘｽﾓ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ｸﾞﾗﾝﾂｰﾘｽﾓ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ｸﾞﾗﾝﾂｰﾘｽﾓ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

ｸﾞﾗﾝｸｰﾍﾟ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ｸﾞﾗﾝｸｰﾍﾟ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ｸﾞﾗﾝｸｰﾍﾟ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

ﾂｰﾘﾝｸﾞ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ﾂｰﾘﾝｸﾞ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ﾂｰﾘﾝｸﾞ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ﾂｰﾘﾝｸﾞ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ﾂｰﾘﾝｸﾞ 平成 年 月

ｸﾞﾗﾝﾂｰﾘｽﾓ 平成 年 月

ｸｰﾍﾟ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ｸｰﾍﾟ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ｶﾌﾞﾘｵﾚ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ｶﾌﾞﾘｵﾚ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ｸﾞﾗﾝ ｸｰﾍﾟ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ｸﾞﾗﾝ ｸｰﾍﾟ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

ｸｰﾍﾟ 平成 年 月

ｶﾌﾞﾘｵﾚ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ｸﾞﾗﾝｸｰﾍﾟ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月

プジョー・シトロエン・ジャポン株式会社

通称名 対象となる車両の製造年月の範囲

Ｃ３ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

Ｃ４ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ＤＳ３ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ＤＳ４ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ＤＳ５ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

フォルクスワーゲングループジャパン株式会社

通称名 対象となる車両の製造年月の範囲

平成 年 月 ～ 平成 年 月

ﾎﾟﾛ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ﾎﾟﾛ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ﾎﾟﾛ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ｸﾛｽﾎﾟﾛ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ｺﾞﾙﾌ ｶﾌﾞﾘｵﾚ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ﾊﾟｻｰﾄ ｾﾀﾞﾝ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ﾊﾟｻｰﾄ ｳﾞｧﾘｱﾝﾄ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ﾊﾟｻｰﾄ ｵｰﾙﾄﾗｯｸ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月
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ﾃｨｸﾞｱﾝ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ﾃｨｸﾞｱﾝ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ｼｬﾗﾝ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

本田技研工業株式会社

通称名 対象となる車両の製造年月の範囲

アコード 平成 年 月 ～ 平成 年 月

アコードワゴン 平成 年 月 ～ 平成 年 月

インサイト 平成 年 月 ～ 平成 年 月

エアウェイブ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

エリシオン
平成 年 月 ～ 平成 年 月

エリシオン プレステージ

クロスロード 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ザッツ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

シビック 平成 年 月 ～ 平成 年 月

シビック ハイブリッド 平成 年 月 ～ 平成 年 月

シビック フェリオ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ステップワゴン 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ストリーム 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ゼスト ゼスト スパーク 平成 年 月 ～ 平成 年 月

フィット
平成 年 月 ～ 平成 年 月

フィット シャトル

フリード 平成 年 月 ～ 平成 年 月

フリード スパイク 平成 年 月 ～ 平成 年 月

モビリオ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

モビリオ スパイク 平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

（本田技研工業株式会社）

通称名 対象となる車両の製造年月の範囲

インスパイア セイバー 平成 年 月 ～ 平成 年 月

エレメント 平成 年 月 ～ 平成 年 月

シビック ＧＸ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

（本田技研工業株式会社）

通称名 対象となる車両の製造年月の範囲

フィット アリア 平成 年 月 ～ 平成 年 月

50



ﾃｨｸﾞｱﾝ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ﾃｨｸﾞｱﾝ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ｼｬﾗﾝ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

本田技研工業株式会社

通称名 対象となる車両の製造年月の範囲

アコード 平成 年 月 ～ 平成 年 月

アコードワゴン 平成 年 月 ～ 平成 年 月

インサイト 平成 年 月 ～ 平成 年 月

エアウェイブ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

エリシオン
平成 年 月 ～ 平成 年 月

エリシオン プレステージ

クロスロード 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ザッツ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

シビック 平成 年 月 ～ 平成 年 月

シビック ハイブリッド 平成 年 月 ～ 平成 年 月

シビック フェリオ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ステップワゴン 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ストリーム 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ゼスト ゼスト スパーク 平成 年 月 ～ 平成 年 月

フィット
平成 年 月 ～ 平成 年 月

フィット シャトル

フリード 平成 年 月 ～ 平成 年 月

フリード スパイク 平成 年 月 ～ 平成 年 月

モビリオ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

モビリオ スパイク 平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

（本田技研工業株式会社）

通称名 対象となる車両の製造年月の範囲

インスパイア セイバー 平成 年 月 ～ 平成 年 月

エレメント 平成 年 月 ～ 平成 年 月

シビック ＧＸ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

（本田技研工業株式会社）

通称名 対象となる車両の製造年月の範囲

フィット アリア 平成 年 月 ～ 平成 年 月

（本田技研工業株式会社）

通称名 対象となる車両の製造年月の範囲

ラグレイト 平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

マツダ株式会社

通称名 対象となる車両の製造年月の範囲

アテンザ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

デミオ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ボンゴ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

タイタン 平成 年 月 ～ 平成 年 月

三菱自動車工業株式会社

通称名 対象となる車両の製造年月の範囲

アイ 平成 年 月

デリカ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

トッポ 平成 年 月

パジェロ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

・ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

メルセデス・ベンツ日本株式会社

通称名 対象となる車両の製造年月の範囲

平成 年 月 ～ 平成 年 月
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今今回回追追加加ととななるる対対象象範範囲囲【【令令和和６６年年５５月月よよりり施施行行】】

施行日までにユーザーに対して改修の必要性について周知している、令和 年 月

以前にリコール届出されているものであって、次の未改修車を対象範囲として、令和 年

月 日より車検を通さないこととします。

① エアバッグの製造管理が不適切であったもの

② 国内で異常破裂したエアバッグと同じタイプを搭載し、平成 年 月 日より前に

製作された自動車（＝生産から 年以上経過したエアバッグを搭載した自動車）

アウディジャパン株式会社

通称名 対象となる車両の製造年月の範囲

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

ジャガー・ランドローバー・ジャパン株式会社

通称名 対象となる車両の製造年月の範囲

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

ディスカバリースポーツ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

トヨタ自動車株式会社

通称名 対象となる車両の製造年月の範囲

カローラルミオン 平成 年 月 ～ 平成 年 月

日産自動車株式会社

通称名 対象となる車両の製造年月の範囲

バネット 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ビー・エム・ダブリュー株式会社

通称名 対象となる車両の製造年月の範囲

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月
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今今回回追追加加ととななるる対対象象範範囲囲【【令令和和６６年年５５月月よよりり施施行行】】

施行日までにユーザーに対して改修の必要性について周知している、令和 年 月

以前にリコール届出されているものであって、次の未改修車を対象範囲として、令和 年

月 日より車検を通さないこととします。

① エアバッグの製造管理が不適切であったもの

② 国内で異常破裂したエアバッグと同じタイプを搭載し、平成 年 月 日より前に

製作された自動車（＝生産から 年以上経過したエアバッグを搭載した自動車）

アウディジャパン株式会社

通称名 対象となる車両の製造年月の範囲

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

ジャガー・ランドローバー・ジャパン株式会社

通称名 対象となる車両の製造年月の範囲

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

ディスカバリースポーツ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

トヨタ自動車株式会社

通称名 対象となる車両の製造年月の範囲

カローラルミオン 平成 年 月 ～ 平成 年 月

日産自動車株式会社

通称名 対象となる車両の製造年月の範囲

バネット 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ビー・エム・ダブリュー株式会社

通称名 対象となる車両の製造年月の範囲

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

ｸﾞﾗﾝﾂｰﾘｽﾓ 平成 年 月

ｸﾞﾗﾝﾂｰﾘｽﾓ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ｸﾞﾗﾝﾂｰﾘｽﾓ 平成 年 月

ｸﾞﾗﾝﾂｰﾘｽﾓ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

ｸﾞﾗﾝｸｰﾍﾟ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ｸﾞﾗﾝｸｰﾍﾟ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ｸﾞﾗﾝｸｰﾍﾟ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ｸﾞﾗﾝｸｰﾍﾟ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月

平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

ﾂｰﾘﾝｸﾞ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ﾂｰﾘﾝｸﾞ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ﾂｰﾘﾝｸﾞ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ﾂｰﾘﾝｸﾞ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ｸｰﾍﾟ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ｸｰﾍﾟ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ｶﾌﾞﾘｵﾚ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ｸﾞﾗﾝ ｸｰﾍﾟ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ｸﾞﾗﾝ ｸｰﾍﾟ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月
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平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月

ｸﾞﾗﾝｸｰﾍﾟ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

プジョー・シトロエン・ジャポン株式会社

通称名 対象となる車両の製造年月の範囲

Ｃ３ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

Ｃ４ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ＤＳ３ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ＤＳ４ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ＤＳ５ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

フォルクスワーゲングループジャパン株式会社

通称名 対象となる車両の製造年月の範囲

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

ﾃｨｸﾞｱﾝ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ﾃｨｸﾞｱﾝ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ｼｬﾗﾝ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

マツダ株式会社

通称名 対象となる車両の製造年月の範囲

ボンゴ 平成 年 月 ～ 平成 年 月
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平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月

ｸﾞﾗﾝｸｰﾍﾟ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

プジョー・シトロエン・ジャポン株式会社

通称名 対象となる車両の製造年月の範囲

Ｃ３ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

Ｃ４ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ＤＳ３ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ＤＳ４ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ＤＳ５ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

フォルクスワーゲングループジャパン株式会社

通称名 対象となる車両の製造年月の範囲

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

ﾃｨｸﾞｱﾝ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ﾃｨｸﾞｱﾝ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

ｼｬﾗﾝ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

マツダ株式会社

通称名 対象となる車両の製造年月の範囲

ボンゴ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

三菱自動車工業株式会社

通称名 対象となる車両の製造年月の範囲

デリカ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

パジェロ 平成 年 月 ～ 平成 年 月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

なお、現在、タカタ製エアバッグのリコールを届出している以下の自動車メーカー等におい

ては、今回の措置の対象となる車両はありません。

 ジャパン株式会社

 合同会社

 ニコルレーシングジャパン合同会社

 日野自動車株式会社

 フェラーリ・ジャパン株式会社

 フォード・ジャパン・リミテッド

 

 ＵＤトラックス株式会社
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タ
カ
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製
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現
在
の
措
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９
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今
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置
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年
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超
え
る
毎
に
自
動
的
に
車
検
停
止
の
対
象
と
す
る
）
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日

製
作
日

の
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間
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製
作
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れ
た
自
動
車
は
、
ど
の
時
点
で
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さ
れ
て
も
製
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９
年
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の
車
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止
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る
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内
で
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が
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生
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ン
フ
レ
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は
す
べ
て
製
造
か
ら
９
年
以
上
経
過
し
て
い
る

別
紙
１
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別別
紙紙
３３

自自
動動
車車
メメ
ーー
カカ
ーー
問問
いい
合合
わわ
せせ
先先

自
動
車
メ
ー
カ
ー
名
（
五
十
音
順
）

お
問
い
合
わ
せ
先

※
１

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
Ｕ
Ｒ
Ｌ
※
２

ア
ウ
デ
ィ
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社

い
す
ゞ
自
動
車
株
式
会
社

Ｆ
Ｃ
Ａ
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社

株
式
会
社

ジ
ャ
ガ
ー
・
ラ
ン
ド
ロ
ー
バ
ー
・
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社

【
ジ
ャ
ガ
ー
】

【
ラ
ン
ド
ロ
ー
バ
ー
】

ダ
イ
ハ
ツ
工
業
株
式
会
社 合
同
会
社

ト
ヨ
タ
自
動
車
株
式
会
社
【ト
ヨ
タ
】

【
Ｌ
Ｅ
Ｘ
Ｕ
Ｓ
】

ニ
コ
ル
・
レ
ー
シ
ン
グ
・
ジ
ャ
パ
ン
合
同
会
社

日
産
自
動
車
株
式
会
社

ビ
ー
・
エ
ム
・
ダ
ブ
リ
ュ
ー
株
式
会
社

日
野
自
動
車
株
式
会
社

フ
ェ
ラ
ー
リ
・
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社

フ
ォ
ー
ド
モ
ー
タ
ー
カ
ン
パ
ニ
ー

株
式
会
社

フ
ォ
ル
ク
ス
ワ
ー
ゲ
ン
グ
ル
ー
プ
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社

プ
ジ
ョ
ー
・
シ
ト
ロ
エ
ン
・
ジ
ャ
ポ
ン
株
式
会
社

本
田
技
研
工
業
株
式
会
社

マ
ツ
ダ
株
式
会
社
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車車
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自
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車
工
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社

メ
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ン
ツ
日
本
株
式
会
社

Ｕ
Ｄ
ト
ラ
ッ
ク
ス
株
式
会
社

網
掛
け
は
、
車
検
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通
さ
な
い
措
置
の
対
象
と
な
る
自
動
車
メ
ー
カ
ー
に
な
り
ま
す
。

※
１

お
持
ち
の
車
が
今
回
の
措
置
の
対
象
に
な
る
か
ど
う
か
の
確
認
は
、

検
索
シ
ス
テ
ム
を
活
用
し
て
ご
確
認
頂
く
か
、
各
自
動
車

メ
ー
カ
ー
窓
口
ま
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

※
２

各
自
動
車
メ
ー
カ
ー
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
又
は

検
索
シ
ス
テ
ム
で
は
、
お
持
ち
の
車
の

リ
コ
ー
ル
届
出
状
況
等
に
つ
い
て
確
認
で
き

ま
す
。
「
車
台
番
号
」
が
必
要
に
な
り
ま
す
の
で
、

お
手
元
に
車
検
証
を
ご
用
意
く
だ
さ
い
。
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問い合わせ先：国土交通省自動車局審査・リコール課 

寺戸、村井 

代表：03-5253-8111（内線）42352 

直通：03-5253-8597、FAX：03-5253-1640

令 和 ２ 年 ３ 月 １ ９ 日 

自 動 車 局 審 査 ・ リ コ ー ル 課 

「「運運転転支支援援シシスステテムム」」をを過過信信・・誤誤解解ししなないいででくくだだささいい！！  

～～  運運転転支支援援シシスステテムムのの機機能能のの限限界界とと過過信信のの危危険険性性をを啓啓発発すするるビビデデオオをを作作成成・・公公表表ししままししたた  ～～  

１１．．「「運運転転支支援援シシスステテムム」」ととはは

ドライバーの適切な周辺監視の下、高速道路等において、速度や前走車との車間距離を自動

制御する装置（全車速追従クルーズコントロール）、車線の中央付近を走行するよう自動制御する

装置（車線維持支援装置）等です。適切に使用すれば、運転者の負荷を軽減します。

２２．．「「運運転転支支援援シシスステテムム」」のの機機能能のの限限界界

運転支援システムには機機能能のの限限界界ががあありり、故障していない場合でも、使用する環境や条件によ

っては、作動しない（または使用中に突然機能が停止する）ことがあります（別紙参照）。

その結果、衝突に至った場合でも、安全運転の責任は運転者にあります。

３３．．自自動動車車ユユーーザザーーのの皆皆様様へへ

● 運転支援システムは、システムが周辺監視や全ての運転操作を行う「自動運転」ではなく、あ

くまでも、アシスト機能です。

● 運転支援システムを過過信信せせずず、取扱説明書を読み、作動条件等を正しく理解して、使用してく

ださい。（ビデオにあるとおり、過信していると、突然機能が停止した場合等に、衝突を回避でき

ません。）

近年、「運転支援システム」を搭載した自動車が普及していますが、これらのシステムには機

能の限界があり、故障していない場合でも、使用する環境や条件によっては作動しません。

国土交通省では、自動車ユーザーの皆様にこれらのことをご理解いただくための啓発ビデオ

を作成し、YouTube 国土交通省公式アカウントに公開しました。 

＜啓発ビデオの公開ページへのリンク＞ 

国土交通省自動車局審査・リコール課 YouTube 公式アカウント 

https://youtu.be/cRJkvgl3eSA

11,「運転支援システム」を過信・誤解しないでください！
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（（別別紙紙））  

１１．．運運転転支支援援シシスステテムムがが作作動動ししなないい状状況況のの例例  （（過過信信すするるとと、、事事故故がが生生じじややすすいい例例））  

・ クルマの急な割り込み

・ 車線の白線が障害物や雪等で見えない場合

・ 雨・雪・霧などの悪天候

※ 運転支援システムは、車両に搭載されたカメラやレーダー等で周辺を監視することにより制御を行います。このため、

カメラ等が適切に作動しない条件（悪天候、目標となる白線が隠れている、死角から急に割り込まれる等）では、システ

ムが周辺の状況を正しく認識できず、制御を続けることが困難となり、突然制御が停止することや、不適切な制御を行

うことがあります。 

２２．．運運転転支支援援シシスステテムムのの機機能能をを誤誤解解ししてていいるる例例  （（大大変変危危険険でですす！！道道路路交交通通法法違違反反ととななりりまますす。。））

・ 運転支援システム作動中における以下のような行為は、大変危険であり、道路交通法違反

となります。

３３．．自自動動車車ユユーーザザーーのの皆皆様様へへ

● 自動車メーカーでは、運転支援システムを高速道・自動車専用道で使用することを推奨してい

ます。一般道では、思わぬ事故につながることがありますので使用しないください。っっ

● 運転支援システムには機能の限界があり、故障していなくても、条件によっては、作動しない

ことや、使用中に突然機能が停止することがあります。その結果、衝突に至った場合でも、安安全全

運運転転のの責責任任はは運運転転者者。

● 運転支援システムはあくまでもアシスト機能です。運転者は、運転支援システムを過過信信せせずず、

取扱説明書を読み、作動条件等を把握して、適切に使用してください。

急な割り込み（全車速追従クルーズコントロール使用中） 白線を検知できない場合（車線維持支援装置使用中）

ナビ画面の注視 携帯電話の操作
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（（別別紙紙））  

１１．．運運転転支支援援シシスステテムムがが作作動動ししなないい状状況況のの例例  （（過過信信すするるとと、、事事故故がが生生じじややすすいい例例））  

・ クルマの急な割り込み

・ 車線の白線が障害物や雪等で見えない場合

・ 雨・雪・霧などの悪天候

※ 運転支援システムは、車両に搭載されたカメラやレーダー等で周辺を監視することにより制御を行います。このため、

カメラ等が適切に作動しない条件（悪天候、目標となる白線が隠れている、死角から急に割り込まれる等）では、システ

ムが周辺の状況を正しく認識できず、制御を続けることが困難となり、突然制御が停止することや、不適切な制御を行

うことがあります。 

２２．．運運転転支支援援シシスステテムムのの機機能能をを誤誤解解ししてていいるる例例  （（大大変変危危険険でですす！！道道路路交交通通法法違違反反ととななりりまますす。。））

・ 運転支援システム作動中における以下のような行為は、大変危険であり、道路交通法違反

となります。

３３．．自自動動車車ユユーーザザーーのの皆皆様様へへ

● 自動車メーカーでは、運転支援システムを高速道・自動車専用道で使用することを推奨してい

ます。一般道では、思わぬ事故につながることがありますので使用しないください。っっ

● 運転支援システムには機能の限界があり、故障していなくても、条件によっては、作動しない

ことや、使用中に突然機能が停止することがあります。その結果、衝突に至った場合でも、安安全全

運運転転のの責責任任はは運運転転者者。

● 運転支援システムはあくまでもアシスト機能です。運転者は、運転支援システムを過過信信せせずず、

取扱説明書を読み、作動条件等を把握して、適切に使用してください。

急な割り込み（全車速追従クルーズコントロール使用中） 白線を検知できない場合（車線維持支援装置使用中）

ナビ画面の注視 携帯電話の操作

 

 

令 和 ２ 年 ３ 月 ３ １ 日 

自動車局技術政策課 

自自動動運運転転車車にに関関すするる安安全全基基準準をを策策定定ししままししたた！！  
～～自自動動運運転転車車ののスステテッッカカーーののデデザザイインンもも決決定定～～  

  

安全な自動運転車の開発・実用化・普及を図るため、自動運転車の安全性能やその作動状態の

記録項目等を定めた安全基準を策定するとともに、周囲に自動運転車である旨を分かりやすく表示

するために車体に貼付するステッカーのデザインを決定しました。 

                                                                                                                                                                                                                                                                

１．背 景 

昨年 5 月に公布された「道路運送車両法の一部を改正する法律」（令和元年法律第 14 号）により、

国が定める保安基準の対象装置に「自動運行装置」※１が追加されました。当該部分に係る規定が本

年４月１日に施行されることを受けて、今般、「道路運送車両の保安基準」（昭和 26 年運輸省令第

67 号）等について所要の改正等を行い、自動運行装置の安全基準等を策定しました。 

 

２．概 要 

自動運行装置の安全基準 

［性能］ 

(1) 走行環境条件※２内において、乗車人員及び他の交通の安全を妨げるおそれがないこと 

(2) 走行環境条件外で、作動しないこと 

(3) 走行環境条件を外れる前に運転操作引継ぎの警報を発し、運転者に引き継がれるまでの間、

安全運行を継続するとともに、引き継がれない場合は安全に停止すること 

(4) 運転者の状況監視のためのドライバーモニタリングを搭載すること 

(5) 不正アクセス防止等のためのサイバーセキュリティ確保の方策を講じること  等 

［作動状態記録装置］ 

自動運行装置の ON/OFF の時刻、引継ぎ警報を開始した時刻、運転者が対応可能でない状態

となった時刻等を６ヶ月間にわたり（又は２５００回分）記録できること 

［外向け表示］ 

自動運転車であることを示すステッカーを車体後部に貼付 

（メーカーに要請） 

 

走行環境条件の付与手続き 

(1)場所、天候、速度など自動運転が可能となる状況等を記載した申請書等を国土交通大臣に提出 

(2)国土交通大臣は当該状況における自動運行装置の性能が保安基準に適合すると認めたときは

条件を付与 

その他 

無人移動サービス車の実用化等においても基準緩和認定制度を活用できるよう措置  等 

 
 

                    
【お問い合わせ先】 

自動車局 技術政策課 笹本・今村・池田・加隈・東田 

電話：03-5253-8111（内線 42255）、03-5253-8591（直通）  
FAX：03-5253-1639 

※１ プログラムにより自動的に自動車を運行させるための装置 

※２ 場所（高速道路のみ等）、天候（晴れのみ等）、速度など自動運

転が可能な条件。 この条件はシステムの性能によって異なる 

※詳細は別添１・２を参照 

12,自動運転車に関する安全基準を策定しました！
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令 和 ２ 年 ３ 月 

自 動 車 局 

  

道道路路運運送送車車両両のの保保安安基基準準等等のの一一部部をを改改正正すするる省省令令等等ににつついいてて  
 

１１．．改改正正のの背背景景  

昨年 5月 24 日に公布された道路運送車両法の一部を改正する法律（令和元年法律第 14 号。以下「改

正法」という。）は、安全な自動運転車等の開発・実用化・普及を図るため、道路運送車両の保安基準

（昭和 26年運輸省令第 67 号。以下「保安基準」という。）の対象装置への「自動運行装置」の追加等

の内容の改正を行うものである。当該追加に関する改正法の規定の施行期日は公布の日から起算して

１年を超えない範囲内とされており、施行に向けて当該装置等の保安基準等について策定する必要が

あることから、所要の改正等を行う。 

 

２２．．改改正正のの概概要要  

[[省省令令]]  

道道路路運運送送車車両両のの保保安安基基準準等等のの一一部部をを改改正正すするる省省令令  

（（１１））保保安安基基準準のの一一部部改改正正  

以下の改正を行うほか、所要の改正を行う。 

・自動運行装置を備える自動車（二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを

有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽引自動車を除く。）は、プログラムに

よる当該自動車の自動的な運行の安全性を確保できるものとして、機能、性能等に関し告示で定め

る基準に適合するものでなければならないものとする。 

・自動車の電気装置（二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自

動車、大型特殊自動車並びに小型特殊自動車を除く。）は、サイバーセキュリティを確保できるもの

として、性能に関し告示で定める基準に適合するものでなければならないこととする。 

・自動車の電気装置（二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自

動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽引自動車を除く。）は、当該装置に組み込まれた

プログラム等を確実に改変できるものとして、機能及び性能に関し告示で定める基準に適合するも

のでなければならないものとする。 

・原動機付自転車について専ら歩道のみを走行するものを緩和措置の対象としていたが、歩道以外を

走行するものも緩和措置の対象とする。 

 

（（２２））道道路路運運送送車車両両法法施施行行規規則則のの一一部部改改正正  

走行環境条件の付与の手続きに関する規定を追加するほか、所要の改正を行う。 

[走行環境条件の付与の手続きの概要] 

・走行環境条件の付与を申請する者は、「自動運行装置が使用される状況（場所、気象、交通等）」等
を記載した申請書、申請に係る装置が以下に適合することを証する書類等を国土交通大臣に提出
すること。 

－申請書に記載された状況で使用されるものと仮定した場合おいて、自動運行装置に係る保安基

準に適合するものであること。 

・国土交通大臣は、不正の手段により付与を受けたとき等には、条件の付与を取り消すことができる。 

別添２ 

63



 

  

（（３３））装装置置型型式式指指定定規規則則のの一一部部改改正正  

   型式指定の対象となる特定装置の種類に、自動運行装置等を追加する。 

 

（（４４））道道路路運運送送車車両両法法関関係係手手数数料料規規則則のの一一部部改改正正  

特定装置としての自動運行装置等の保安基準適合性についての審査を受けるに際して独立行

政法人自動車技術総合機構に納付すべき手数料の額を、実費を勘案して定める。 

  

（（５５））そそのの他他のの関関係係省省令令のの一一部部改改正正  

上記のほか、関係省令について所要の改正を行う。 

 

 

[[告告示示]]  

（（１１））道道路路運運送送車車両両のの保保安安基基準準のの細細目目をを定定めめるる告告示示等等のの一一部部をを改改正正すするる告告示示  

以下の改正のほか、所要の改正を行う。  

①道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部改正 ※要件の詳細は別紙 

・自動運行装置について、走行環境条件内外での安全性能やドライバーモニタリング機能等に係

る要件を規定する。 

・上記のうち、高速道路等での低速自動運行装置に係る詳細要件を別添技術基準に規定する。 

・作動状態記録装置について、記録項目、保存期間等を別添技術基準に規定する。 

・サイバーセキュリティシステムについて、車両のリスクアセスメント（リスクの特定・分析・評

価）を行うこと等を別添技術基準に規定する。 

・プログラム等改変システムについて、危険及び無効なプログラム改変を防止するための改変の

確実性・整合性の確保等を別添技術基準に規定する。 

・走行環境条件の付与の際に適用する基準を明確化する規定を追加する。 

 

②道路運送車両の保安基準第２章及び第３章の規定の適用関係の整理のために必要な事項

を定める告示の一部改正 

・自動運行装置に係る保安基準の一部について、代替策を講じることで当該基準を適用除外とす

る措置を講じる。 

 

③道路運送車両の保安基準第 55 条第１項、第 56 条第１項及び第 57 条第１項に規定する国

土交通大臣が告示で定めるものを定める告示の一部改正 

・自動運転の実証実験に係る自動車についての基準緩和認定制度について、事業化の際など実証

実験以外の場合にも適用できることとする。 

・原動機付自転車については、実証実験の場合に、同様の緩和措置を可能とする。 

 

（（２２））ササイイババーーセセキキュュリリテティィ業業務務管管理理シシスステテムムのの適適合合証証明明にに関関すするる規規程程のの制制定定  

国土交通大臣による、申請者のサイバーセキュリティを確保するための業務管理システム（リ

スクアセスメントの実施などに関する組織的な管理体制・方法等）の適合証明書の交付手続きに係

る規定の整備を行う。 
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（（３３））ササイイババーーセセキキュュリリテティィ業業務務管管理理シシスステテムムのの適適合合証証明明実実施施要要領領のの制制定定  

上記（２）に基づき、サイバーセキュリティ業務管理システムの適合証明の詳細及び当該シス

テムの技術基準について規定する。   ※技術基準の詳細は別紙 

 

 

３３．．ススケケジジュューールル  

 公 布：令和２年３月 31 日 

 施 行：令和２年４月１日 
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 [自動運行装置の要件の概要] 

 自動運行装置の作動中、乗車人員及び他の交通の安全を妨げるおそれがないものであること。 

 運転者の意志ある操作により作動及び停止を行うことができるものであること。 

 自動運行装置の作動中、走行環境条件を満たさなくなる場合、運転者に対し運転操作を促す警報を

発し、運転者が当該警報に従って運転操作を行わないときは車両を安全に停止するものであること。

警報は、原則、走行環境条件を満たさなくなる前に十分な時間的余裕をもって発するものであること。 

 他の交通又は障害物との衝突のおそれがある場合には、衝突を回避するか又は衝突時の被害を最大

限軽減するための制御を行うことができるものであること。 

 走行環境条件を満たしていない場合又は自動運行装置が正常に作動しないおそれがある場合に当該

装置が作動しないこと。 

 自動運行装置の作動状況を運転者が容易かつ確実に認知できるよう表示するものであること。 

 自動運行装置の作動中、運転者が警報に従って運転操作を行うことができる状態にあるかどうかを

常時監視し、運転者が当該状態にない場合には、その旨を運転者に警報するものであること。 

 自動運行装置が正常に作動しないおそれがある場合、その旨を運転者に視覚的に警報するものであ

ること。 

 自動運行装置の機能について冗長性をもって設計されていること。 

 

 

[高速道路等における低速自動運行装置を備える自動車の技術基準の概要] 

 システムが作動する最高速度は 60km/h であること。 

 センサーによる前方検知範囲は少なくとも 46m 以上であること。側方検知範囲は少なくとも自車の

隣接車線の全幅を検知できるものであること。 

 走行車線内での走行を維持し、かつ、いかなる車線表示も越えることがないこと。 

 前方車両との車間距離は、急な割り込みなど一時的に遵守できない場合を除き、自車速度に応じた

所定の距離以上であること。 例：6.7m（20km/h の場合）、15.6m（40km/h の場合） 

 運転者が警報に従って運転操作を行うことができる状態にあるかどうかを、運転者のまばたき、閉

眼、顔・体の動き等により判断すること。 

 実車試験により各機能要件を確認するとともに、シミュレーション試験により、走行環境条件内に

おいて、システムが周囲の交通状況に応じて適切な制御を行い、合理的に予見可能で防止可能な衝突

を起こさないことを証明すること。 
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[作動状態記録装置の技術基準の概要] 

 記録項目 

－システムの作動状況が別の状況に変化した時刻 

－システムによる引継ぎ要求が発せられた時刻 

－システムがリスク最小化制御を開始した時刻 

－システムの作動中に運転者がハンドル操作などによりオーバーライドを行った時刻 

－運転者が対応可能でない状態となった時刻 

－システムが故障のおそれのある状態となった時刻 

 保存期間等 

－６か月間又は 2500 回分 

 保存された記録は、市販されている手段又は電子通信インターフェースにより取得できること。 

 保存された記録が改ざんされないよう適切に保護されていること。 

 

 

[サイバーセキュリティシステムの技術基準の概要] 

 車両のシステム間および外部システムとの相互関係を考慮し、車両のリスクアセスメント（リスク

の特定・分析・評価）を行うとともに、リスクへの適切な対処・管理を行うこと。 

 セキュリティ対策の有効性を検証するための適切かつ十分な試験を実施すること。 

 

 

[プログラム等改変システムの技術基準の概要] 

 危険及び無効なプログラムの改変を防止できるようプログラム等の改変の確実性及び整合性を確保

しなれければならない。 

 型式に関連するプログラム等のバージョン（識別番号）は、車載式故障診断装置の読み取り部分（OBD

ポート）等の電子通信インターフェースを使用して容易に読み出すことができ、また、不正な変更か

ら保護されていること。 

 無線によるプログラム等の改変を行う機能を有する場合には、上記要件に加え、以下の要件を満た

すものでなければならない。 

－失敗又は中断した場合に、車両を改変前の状態に復元又は安全な状態にできるものであること。 

－車両が無線改変に必要な電力を有している場合にのみ、無線改変を実行できるものであること。 

－改変の目的、内容、所要時間、成否等の情報が使用者等に通知されるものであること。 

 

 

 [サイバーセキュリティ業務管理システムの技術基準の概要] 

サイバーセキュリティ業務管理システムは、開発・生産・生産後の各段階を考慮したものであること。 

リスク評価の実施や当該評価を最新状態に保つことなどにより、セキュリティが十分に確保されるも

のであること（自動車製作者等が契約したサプライヤー等においても同様）。 
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令和２年６月１９日 

自動車局自動車情報課 

 

車車検検証証をを紙紙かからら電電子子へへ！！  
～～  「「自自動動車車検検査査証証のの電電子子化化にに関関すするる検検討討会会」」報報告告書書ととりりままととめめ  ～～  

自動車の検査・登録手続について、運輸支局等への来訪を不要とし、オンラインで完結し

た申請を可能とするため、「自動車検査証の電子化に関する検討会」において、「報告書」が

とりまとめられましたので、お知らせします。  

自動車保有関係手続については、関係省庁と連携し、オンラインで一括した申請手続を可

能とするワンストップサービス（ＯＳＳ）を導入・推進しておりますが、現在、紙の自動車検査証

の受取のため、運輸支局等への来訪が必要となっています。 

そこで、運輸支局等への来訪を不要とし、ＯＳＳで申請手続を完結することを可能とする、自

動車検査証の電子化を実現するため、平成３０年９月より計１１回にわたって、「自動車検査

証の電子化に関する検討会」が開催され、自動車検査証の電子化の基本的な方針や技術的

要件、電子化された自動車検査証の IC チップの空き領域の利活用に向けた要件等について

議論が行われました。 

この度、本検討会の「報告書」がとりまとめられましたので、公表いたします。 

今後、本報告書に基づき、自動車検査証の電子化の実現に向けた準備を着実に進めてま

いります。 

 

※報告書は以下の国土交通省ホームページからご参照ください。 

（http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr1_000059.html） 

 

 

【問い合わせ先】 

国土交通省 自動車局 自動車情報課 平賀・飯田・加藤木 

代表：03-5253-8111（内線：41146） 

直通：03-5253-8588 FAX：03-5253-1639 

 

 

13,車検証を紙から電子へ！
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内
閣
官
房
ＩＴ
総
合
戦
略
室

参
事
官

橋
本

亮
二

国
土
交
通
省
総
合
政
策
局
情
報
政
策
課

課
長

小
山

慧
警
察
庁
交
通
局
交
通
企
画
課

課
長
補
佐

竹
原

裕
二

交
通
規
制
課

課
長
補
佐

東
高
士

総
務
省
自
治
税
務
局
都
道
府
県
税
課
自
動
車
税
制
企
画
室

室
長

（
国
土
交
通
省
）

一
見

勝
之

自
動
車
局
長

江
坂

行
弘

自
動
車
局
次
長

福
田

守
雄

大
臣
官
房
審
議
官
（
自
動
車
局
）

小
林

豊
自
動
車
局
総
務
課
長

中
山
泰
宏

自
動
車
局
保
障
制
度
参
事
官
室
長

山
﨑

孝
章

自
動
車
局
安
全
・
環
境
基
準
課
長

野
津

真
生

自
動
車
局
技
術
・
環
境
政
策
課
長

久
保
田
秀
暢

自
動
車
局
審
査
・
リ
コ
ー
ル
課
長

平
井

隆
志

自
動
車
局
整
備
課
長

田
中

賢
二

自
動
車
局
自
動
車
情
報
課
長

森
原
紀
代
子

自
動
車
局
自
動
車
情
報
課
課
長
補
佐

自
動
車
検
査
証
の
電
子
化
に
関
す
る
検
討
会
「
報
告
書
」
概
要
①

○
継
続
検
査
等
の
Ｏ
Ｓ
Ｓ
申
請
を
行
って
も
な
お
残
る
自
動
車
検
査
証
の
受
取
りの

た
め
の
来
訪
を
不
要
とす
る
た
め
、整

備
事

業
者
等
の
Ｏ
Ｓ
Ｓ
手
続
代
行
者
に
お
い
て
自
動
車
検
査
証
情
報
を更

新
で
きる

よう
、以

下
①
、②

を
内
容
とす

る
道
路
運
送
車
両

法
の
関
係
規
定
が
改
正
（
「道

路
運
送
車
両
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」令

和
元
年
５
月
２
４
日
公
布
）
され

た
とこ
ろ
。

①
自
動
車
検
査
証
を
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
化
す
る
こと

（
現
行
の
自
動
車
検
査
証
情
報
は
Ｉ
Ｃ
チ
ップ
に
記
録
）

②
国
か
ら
の
事
務
の
委
託
制
度
を
創
設
す
る
こと

○
令
和
5年

（
20
23
年
）
１
月
か
ら
の
導
入
を
想
定
し、
準
備
を
進
め
て
い
る
とこ
ろ
。

12
34
5

12
3

・・
ＩＩＣＣ
ﾁﾁ
ｯｯ
ﾌﾌ
ﾟ゚のの
空空
きき
容容
量量
のの
民民
間間

等等
にに
よよ
るる
利利
活活
用用
のの
検検
討討

現 行 電電 子子 化化 後後

ユ
ー
ザ
ー

車
検
証
送
付

車
検
依
頼

車
検
完
了

整
備
事
業
者
等

運
輸
支
局

等

OO
SS
SS
申
請

新
旧
車
検
証
の
交
換

運
輸
支
局
等
へ
の
来
訪
必
要

ユ
ー
ザ
ー

整
備
事
業
者
等

運
輸
支
局

等
カー

ド情
報
読
取

現 行 電電 子子 化化 後後

Ｉ
Ｃ
チ
ップ
の
記
録
を
実
施
可
能
とす

る
た
め
の
国
か
らの

委
託
制
度
の
創
設

１
．
自
動
車
検
査
証
の
ＩＣ
カ
ー
ド
化

２
．
ＩＣ
チ
ッ
プ
の
記
録
事
務
の
委
託

【 表 面( イ メ ー ジ) 】 【 裏 面( イ メ ー ジ) 】

ピピ
ッッ

Ｉ
Ｃ
ﾁｯ
ﾌﾟ
の
記
録

OO
SS
SS
申
請

更
新
可
能
通
知

審
査

M
O
T
A
S
更
新

車
検
証
発
行

（
保
安
基
準
適
合
性
等
）

検
査
標
章
発
行

検
査
標
章
受
領

印
刷
可
能
通
知

検
査
標
章
の
印
刷

審
査

M
O
T
A
S
更
新

（
保
安
基
準
適
合
性
等
）

運
輸
支
局
等
へ
の
来
訪
不
要

車
検
依
頼

車
検
完
了

＜
報
告
書
Ⅱ
「自

動
車
検
査
証
の
電
子
化
の
基
本
的
方
向
性
」＞
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自
動
車
検
査
証
の
電
子
化
に
関
す
る
検
討
会
「
報
告
書
」
概
要
②

＜
報
告
書

「Ⅲ
自
動
車
検
査
証
の
電
子
化
に
よ
る
IC
チ
ップ
の
空
き
領
域
の
利
活
用
」＞

【【
空空
きき
領領
域域
のの
利利
活活
用用
のの
意意
義義
】】

空
き
領
域② 独 自 利 活 用 領 域

車 検 証 情 報

（ 車 台 番 号 等 ）

① 車 両ID

①
主
体
間
の
情
報
の
連
携
を
容
易
と
す
る
た
め
の
車車
両両

ID
のの
導導
入入

②
各
主
体
の
独独
自自
ササ
ーー
ビビ
スス
提提
供供
のの
たた
めめ
にに
利利
用用
でで
きき
るる
領領
域域
（
独
自
利
活
用

領
域
）
の
設
定

③
空
き
領
域
を
活
用
す
る
サ
ー
ビ
ス
に
求 求
めめ
らら
れれ
るる
要要
件件
（
提
供
可
能
な
サ
ー

ビ
ス
の
範
囲
、
利
用
主
体
の
要
件
、
必
要
な
手
続
等
）
の の
整整
理理

官
民
さ
ま
ざ
ま
な
主
体
に
よ
る
車
検
証
IC

チ
ップ
の
空
き
領
域
の
利
活
用
を
促
進

新
た
な
サ
ー
ビス
の
創
出

抜
本
的
な
業
務
の
効
率
化

自自
動動
車車
ユユ
ーー
ザザ
ーー
やや

社社
会会
にに
大大
きき
なな
価価
値値

【【
空空
きき
領領
域域
のの
利利
活活
用用
にに
関関
しし
てて
寄寄
せせ
らら
れれ
たた
アア
イイ
デデ
アア
のの
例例
】】

〇
車
両
の
モ
デ
ル
、
グ
レ
ー
ド
、
塗
色
、
車
台
番
号
の
打
刻
位
置
等
車
検
証
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
車車
両両
情情
報報
をを
格格
納納
すす

るる
ここ
とと
でで
、、
点点
検検
・・
整整
備備
やや
買買
取取
査査
定定
のの
際際
のの
作作
業業
がが
効効
率率
化化
す
る
。

〇
整整
備備
情情
報報
を
デ
ー
タ
と
し
て
格
納
す
る
こ
と
に
よ
り
、
自
動
車
ユ
ー
ザ
ー
や
整
備
事
業
者
の
整
備
情
報
の
管
理
が
容
易

と
な
る
こ
と
か
ら
、
点 点
検検
・・
整整
備備
のの
作作
業業
のの
励励
行行
、、
効効
率率
化化
に
つ
な
が
る
。

〇
会会
員員
情情
報報
やや
ポポ
イイ
ンン
トト
情情
報報
を
格
納
し
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
、
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
等
の
複複
数数
のの
会会
員員
証証
やや
ポポ
イイ
ンン
トト
カカ
ーー
ドド
をを

１１
枚枚
にに
集集
約約
す
る
。

【【
利利
活活
用用
にに
関関
すす
るる
ニニ
ーー
ズズ
をを
実実
現現
しし
てて
いい
くく
たた
めめ
のの
方方
策策
】】

＜
IC
チ
ップ
の
イ
メ
ー
ジ
＞

＊
車
両
ID
を
ど
ち
ら
の
領
域
に
格
納
す
る
か
今
後
検
討

車 車
検検
証証
情情
報報

等等
のの
領領
域域
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自
動
車
検
査
証
の
電
子
化
に
関
す
る
検
討
会
「
報
告
書
」
概
要
②

＜
報
告
書

「Ⅲ
自
動
車
検
査
証
の
電
子
化
に
よ
る
IC
チ
ップ
の
空
き
領
域
の
利
活
用
」＞

【【
空空
きき
領領
域域
のの
利利
活活
用用
のの
意意
義義
】】

空
き
領
域② 独 自 利 活 用 領 域

車 検 証 情 報

（ 車 台 番 号 等 ）

① 車 両ID

①
主
体
間
の
情
報
の
連
携
を
容
易
と
す
る
た
め
の
車車
両両

ID
のの
導導
入入

②
各
主
体
の
独独
自自
ササ
ーー
ビビ
スス
提提
供供
のの
たた
めめ
にに
利利
用用
でで
きき
るる
領領
域域
（
独
自
利
活
用

領
域
）
の
設
定

③
空
き
領
域
を
活
用
す
る
サ
ー
ビ
ス
に
求求
めめ
らら
れれ
るる
要要
件件
（
提
供
可
能
な
サ
ー

ビ
ス
の
範
囲
、
利
用
主
体
の
要
件
、
必
要
な
手
続
等
）
のの
整整
理理

官
民
さ
ま
ざ
ま
な
主
体
に
よ
る
車
検
証
IC

チ
ップ
の
空
き
領
域
の
利
活
用
を
促
進

新
た
な
サ
ー
ビス
の
創
出

抜
本
的
な
業
務
の
効
率
化

自自
動動
車車
ユユ
ーー
ザザ
ーー
やや

社社
会会
にに
大大
きき
なな
価価
値値

【【
空空
きき
領領
域域
のの
利利
活活
用用
にに
関関
しし
てて
寄寄
せせ
らら
れれ
たた
アア
イイ
デデ
アア
のの
例例
】】

〇
車
両
の
モ
デ
ル
、
グ
レ
ー
ド
、
塗
色
、
車
台
番
号
の
打
刻
位
置
等
車
検
証
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
車車
両両
情情
報報
をを
格格
納納
すす

るる
ここ
とと
でで
、、
点点
検検
・・
整整
備備
やや
買買
取取
査査
定定
のの
際際
のの
作作
業業
がが
効効
率率
化化
す
る
。

〇
整整
備備
情情
報報
を
デ
ー
タ
と
し
て
格
納
す
る
こ
と
に
よ
り
、
自
動
車
ユ
ー
ザ
ー
や
整
備
事
業
者
の
整
備
情
報
の
管
理
が
容
易

と
な
る
こ
と
か
ら
、
点点
検検
・・
整整
備備
のの
作作
業業
のの
励励
行行
、、
効効
率率
化化
に
つ
な
が
る
。

〇
会会
員員
情情
報報
やや
ポポ
イイ
ンン
トト
情情
報報
を
格
納
し
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
、
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
等
の
複複
数数
のの
会会
員員
証証
やや
ポポ
イイ
ンン
トト
カカ
ーー
ドド
をを

１１
枚枚
にに
集集
約約
す
る
。

【【
利利
活活
用用
にに
関関
すす
るる
ニニ
ーー
ズズ
をを
実実
現現
しし
てて
いい
くく
たた
めめ
のの
方方
策策
】】

＜
IC
チ
ップ
の
イ
メ
ー
ジ
＞

＊
車
両
ID
を
ど
ち
ら
の
領
域
に
格
納
す
る
か
今
後
検
討

車車
検検
証証
情情
報報

等等
のの
領領
域域

自
動
車
検
査
証
の
電
子
化
に
関
す
る
検
討
会
「
報
告
書
」
概
要
③

＜
報
告
書

「Ⅳ
自
動
車
検
査
証
の
電
子
化
の
た
め
の
技
術
的
要
件
」・
「Ⅴ

今
後
の
進
め
方
」＞

今
後
の
進
め
方

１
．
自
動
車
検
査
証
の
電
子
化
に
向
け
た
着
実
な
準
備

２
．
自
動
車
検
査
証
の
電
子
化
に
伴
う自

動
車
関
連
情
報

の
情
報
連
携

令
和
5年

（
20
23
年
）
1月

の
導
入
を
目
指
し、
利
活
用
事
務
の

要
件
や
技
術
的
要
件
を
詳
細
に
確
定
させ

、シ
ス
テ
ム
の
設
計
・開

発
、

テ
ス
ト、
実
証
実
験
を
着
実
に
行
え
る
よ
う早

め
早
め
の
準
備
を
進
め
る
。

自
動
車
検
査
証
の
情
報
が
電
子
化
され

、空
き
領
域
を
利
活
用
す
る

た
め
の
制
度
的
な
枠
組
み
が
明
確
化
され

た
こと
に
よ
り、
自
動
車
関
連

情
報
の
連
携
が
容
易
とな

る
こと
が
考
え
られ

る
が
、将

来
的
に
これ

を
実

現
、促

進
して

い
くた
め
に
は
、な

お
整
理
す
べ
き
課
題
が
あ
る
。

今
後
、こ
れ
らの

課
題
を
整
理
し、
組
織
や
業
界
の
垣
根
を
越
え
た
自

動
車
関
連
情
報
の
連
携
に
つ
い
て
の
取
組
み
を
促
進
す
る
こと
を
目
指

す
。

①
IC
カ
ー
ド
の
物
理
的
な
仕
様
（
サ
イ
ズ
、
信
号
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ー
ス
、
券
面
記
載
事
項
等
）

②
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
（
IC
カ
ー
ド
、
検
査
標
章
、
記
録
等
事
務
代
行
シ
ス
テ
ム
）

③
運
輸
支
局
等
に
お
け
る
自
動
車
検
査
証
発
行
業
務
及
び
記
録
等
事
務
代
行
業
務
の
実
施
手
順

＜
将
来
的
な
情
報
連
携
の
イ
メ
ー
ジ
＞

格 納 取 得

自
動
車

ユ
ー
ザ
ー

利
活
用
プ
ラ
ッ
ト

フ
ォ
ー
ム

自
動
車

メ
ー
カ
ー

自
動
車
販

売
事
業
者

自
動
車

整
備
事

業
者

車
両
ID
を
用
い
て

車
検
証
情
報
以
外
の

情
報

例
）
モ
デ
ル
、グ
レ
ー
ド、
塗

色
等
車
両
情
報
、点

検
整

備
情
報
、ポ
イ
ン
ト情

報
等

格 納
取 得

取 得

格 納

取 得格 納

そ
の
他

取 得

格 納

行
政
機
関

・
・

・ ・

・
・

格 納

取 得

３
．
新
型
コロ
ナ
ウイ

ル
ス
感
染
症
の
影
響
拡
大
を
踏
ま
え
た
一
層
の
デ
ジ
タル

化
の
推
進

技
術
的
要
件
の
整
理
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令和 2年 6月 25 日 

自動車局技術・環境政策課 

安全・環境基準課 

 

自動運行装置（レベル３）に係る国際基準が初めて成立しました 

国連の自動車基準調和世界フォーラム（WP29*）第 181 回会合において、初めて、以下

の国際基準が成立しました。 

 乗用車の自動運行装置（高速道路等における 60km/h 以下の渋滞時等において作動す

る車線維持機能に限定した自動運転システム） 

 サイバーセキュリティ及びソフトウェアアップデート 
* WP29 は自動車安全・環境基準の国際調和と認証の相互承認を多国間で審議する唯一の場であり、日本も

積極的に参画しています（別紙参照）。今次第 181 回会合は 6 月 24 日（日本時間深夜）にウェブ会議の形

式にて開催されました。 

 

１．概要 

日本は、自動運行装置等の基準化に向けて、WP29 傘下の専門家会議等において共同議長

等の役職を担い、官民オールジャパン体制で議論をリードしてきたところです。 

6 月 24 日、ウェブ会議の形式で開催された WP29 において、初めて自動運行装置（レベ

ル３）、サイバーセキュリティ及びソフトウェアアップデートの国際基準が成立しました。 

【日本が担った共同議長等の役職】 

自動運転専門分科会 副議長 （独）自動車技術総合機構 交通安全環境研究所 

審議役 斧田孝夫 自動運転認証専門家会議 共同議長 

自動操舵専門家会議 共同議長 
国土交通省自動車局安全・環境基準課 

自動車認定協定対策官 森本裕史 

サイバーセキュリティ専門家会議 共同議長 （独）自動車技術総合機構 交通安全環境研究所 

環境研究部副部長 新国哲也 データ記録装置専門家会議 共同議長 

 

２．自動運行装置の国際基準の主な要件（詳細は別紙） 

 少なくとも注意深く有能な運転者と同等以上のレベルの事故回避性能 

 運転操作引継ぎ警報を発した場合、運転者に引き継がれるまでの間は制御を継続。

運転者に引き継がれない場合はリスク最小化制御を作動させ、車両を停止 

 ドライバーモニタリングシステムの搭載。システムの作動状態記録装置の搭載 

 サイバーセキュリティ対策 

 シミュレーション試験、テストコース試験、公道試験及び書面審査を適切に組み合

わせた適合性の確認 

 

14,自動運行装置（レベル３）に係る国際基準が初めて成立しました
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令和 2年 6月 25 日 

自動車局技術・環境政策課 

安全・環境基準課 

 

自動運行装置（レベル３）に係る国際基準が初めて成立しました 

国連の自動車基準調和世界フォーラム（WP29*）第 181 回会合において、初めて、以下

の国際基準が成立しました。 

 乗用車の自動運行装置（高速道路等における 60km/h 以下の渋滞時等において作動す

る車線維持機能に限定した自動運転システム） 

 サイバーセキュリティ及びソフトウェアアップデート 
* WP29 は自動車安全・環境基準の国際調和と認証の相互承認を多国間で審議する唯一の場であり、日本も

積極的に参画しています（別紙参照）。今次第 181 回会合は 6 月 24 日（日本時間深夜）にウェブ会議の形

式にて開催されました。 

 

１．概要 

日本は、自動運行装置等の基準化に向けて、WP29 傘下の専門家会議等において共同議長

等の役職を担い、官民オールジャパン体制で議論をリードしてきたところです。 

6 月 24 日、ウェブ会議の形式で開催された WP29 において、初めて自動運行装置（レベ

ル３）、サイバーセキュリティ及びソフトウェアアップデートの国際基準が成立しました。 

【日本が担った共同議長等の役職】 

自動運転専門分科会 副議長 （独）自動車技術総合機構 交通安全環境研究所 

審議役 斧田孝夫 自動運転認証専門家会議 共同議長 

自動操舵専門家会議 共同議長 
国土交通省自動車局安全・環境基準課 

自動車認定協定対策官 森本裕史 

サイバーセキュリティ専門家会議 共同議長 （独）自動車技術総合機構 交通安全環境研究所 

環境研究部副部長 新国哲也 データ記録装置専門家会議 共同議長 

 

２．自動運行装置の国際基準の主な要件（詳細は別紙） 

 少なくとも注意深く有能な運転者と同等以上のレベルの事故回避性能 

 運転操作引継ぎ警報を発した場合、運転者に引き継がれるまでの間は制御を継続。

運転者に引き継がれない場合はリスク最小化制御を作動させ、車両を停止 

 ドライバーモニタリングシステムの搭載。システムの作動状態記録装置の搭載 

 サイバーセキュリティ対策 

 シミュレーション試験、テストコース試験、公道試験及び書面審査を適切に組み合

わせた適合性の確認 

 

 
３．サイバーセキュリティ及びソフトウェアアップデートの国際基準の主な要件 

（詳細は別紙） 

 サイバーセキュリティ及びソフトウェアアップデートに関する適切な組織体制の確

保及び車両の対策 

 

４．国内の対応 

国内においては、本年 4月 1日に今回の国際基準の成立に先行して、これと同等の内容

の自動運行装置等の基準を施行しています。 

 

【参考】4月 1日に施行の基準については下記報道発表参照 

「自動運転車に関する安全基準を策定しました！～自動運転車のステッカーのデザインも

決定～」（令和 2年 3月 31 日公表） 

https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha07_hh_000338.html 

 

【参考資料】 

（別紙１）自動運行装置の国際基準の概要 

（別紙２）サイバーセキュリティ及びソフトウェアアップデートの国際基準の概要 

（別紙３）自動運転技術に係る国際基準検討体制の概要 

（別紙４）WP29 及び各協定の概要 

【お問い合わせ先】  

（WP29 全般） 

自動車局 技術・環境政策課 竹村、伊堂寺 

代表：03-5253-8111（内線 42257） 

直通：03-5253-8591、FAX ：03-5253-1639 

（自動運行装置の国際基準関係） 

  自動車局安全・環境基準課 宮崎、菊地 

代表：03-5253-8111（内線 42535） 

直通：03-5253-8603、FAX ：03-5253-1639 
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これ
ま
で
の
状
況

対
象
とな
る
自
動
運
転
の
イ
メ
ー
ジ

20
19
年
6月
、
国
連
W
P2
9（
自
動
車
基
準
調
和
世
界
フ
ォ
ー
ラ
ム
）
に
お
い
て
、
自
動
運
転
の
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
（
自
動
運
転
車
の

国
際
的
な
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
と
基
準
策
定
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
等
）
に
合
意
。

日
本
は
、
W
P2
9傘
下
の
専
門
家
会
議
等
に
お
い
て
共
同
議
長
等
の
役
職
を
担
い
、
官
民
オ
ー
ル
ジ
ャ
パ
ン
体
制
で
議
論
を
リ
ー
ド
。

20
20
年
6月
に
開
催
さ
れ
た
W
P2
9本
会
議
に
お
い
て
成
立
。

自
動
運
転
シ
ス
テ
ム
が
作
動
中
、
乗
車
人
員
及
び
他
の
交
通
の
安
全
を
妨
げ
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
注
意
深
く
有
能
な
運
転
者
と

同
等
以
上
の
レ
ベ
ル
で
あ
る
こ
と
。

運
転
操
作
引
継
ぎ
の
警
報
を
発
し
た
場
合
に
お
い
て
、
運
転
者
に
引
き
継
が
れ
る
ま
で
の
間
は
制
御
を
継
続
す
る
こ
と
。
運
転
者
に
引
き
継
が

れ
な
い
場
合
は
リ
ス
ク
最
小
化
制
御
を
作
動
さ
せ
、
車
両
を
停
止
す
る
こ
と
。

運
転
者
が
運
転
操
作
を
引
き
継
げ
る
状
態
に
あ
る
こ
と
を
監
視
す
る
た
め
の
ド
ラ
イ
バ
ー
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
搭
載
す
る
こ
と
。

不
正
ア
ク
セ
ス
防
止
等
の
た
め
の
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
確
保
の
方
策
を
講
じ
る
こ
と
。

自
動
運
転
シ
ス
テ
ム
の
O
N
/O
FF
や
故
障
等
が
生
じ
た
時
刻
を
記
録
す
る
作
動
状
態
記
録
装
置
を
搭
載
す
る
こ
と
。

上
記
の
要
件
に
つ
い
て
、
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
試
験
、
テ
ス
ト
コ
ー
ス
試
験
、
公
道
試
験
及
び
書
面
を
組
合
せ
て
、
適
合
性
の
確
認
を
行
う
こ
と
。

（
例
：
他
車
の
割
り
込
み
等
が
起
こ
り
う
る
状
況
に
お
い
て
、
注
意
深
く
有
能
な
運
転
者
の
反
応
速
度
や
制
動
力
等
の
モ
デ
ル
に
基
づ
い
て
回

避
可
能
と
考
え
ら
れ
る
衝
突
を
、
当
該
自
動
運
転
車
が
回
避
で
き
る
こ
と
を
確
認
。
）

渋
滞
時
に
自
動
運
転

（
レ
ベ
ル
３
）
開
始

渋
滞
解
消
ま
た
は

出
口
接
近
時
に

自
動
運
転
終
了

自
動
車
専
用
道
か
つ

中
央
分
離
帯
等
に
よ

り
反
対
車
線
と
物
理

的
に
分
割
さ
れ
た
道

路
で
の
み
作
動

主
な
要
件

同
一
車
線
に
お
い

て
前
車
に
追
従

自
動
運
行
装
置

※
の
国
際
基
準
の
概
要

（
※
高
速
道
路
に
お
け
る
6
0
k
m
/
h
以
下
の
車
線
維
持
機
能
）

【
別
紙
１
】

76



これ
ま
で
の
状
況

20
19
年
6月
、
国
連
W
P2
9（
自
動
車
基
準
調
和
世
界
フ
ォ
ー
ラ
ム
）
に
お
い
て
、
自
動
運
転
の
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
（
自
動
運
転
車
の

国
際
的
な
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
と
基
準
策
定
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
等
）
に
合
意
。

日
本
は
、
W
P2
9傘
下
の
専
門
家
会
議
等
に
お
い
て
共
同
議
長
等
の
役
職
を
担
い
、
官
民
オ
ー
ル
ジ
ャ
パ
ン
体
制
で
議
論
を
リ
ー
ド
。

20
20
年
6月
に
開
催
さ
れ
た
W
P2
9本
会
議
に
お
い
て
成
立
。

主
な
要
件

サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
及
び
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
の
国
際
基
準
の
概
要

メ
ー
カ
ー
か
ら
の
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア

ア
ッ
プ
デ
ー
ト
を
適
切
に
実
施

リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
及
び
リ
ス
ク

へ
の
対
処
・
管
理
を
実
施

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
を
検
証
す
る

た
め
の
試
験
を
実
施

サ
イ
バ
ー
攻
撃
へ
の

対
策
を
適
切
に
実
施

自
動
車
メ
ー
カ
ー

サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
及
び

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
ア
ッ
プ
デ
ー
ト

を
管
理
す
る
体
制
を
確
保

サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
及
び
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
の

適
切
さ
を
担
保
す
る
た
め
の
業
務
管
理
シ
ス
テ
ム
を
確
保
す

る
こ
と
。

サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
関
し
て
、
車
両
の
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ

ン
ト
（
リ
ス
ク
の
特
定
・
分
析
・
評
価
）
及
び
リ
ス
ク
へ
の
適
切
な

対
処
・
管
理
を
行
う
と
と
も
に
、
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
の
有
効
性

を
検
証
す
る
た
め
の
適
切
か
つ
十
分
な
試
験
を
実
施
す
る
こ

と
。

危
険
・
無
効
な
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
の
防
止
や
、
ソ
フ
ト

ウ
ェ
ア
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
可
能
で
あ
る
こ
と
の
事
前
確
認
等
、
ソ
フ

ト
ウ
ェ
ア
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
の
適
切
な
実
施
を
確
保
す
る
こ
と
。

【
別
紙
２
】
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自
動
運
転
技
術
に
係
る
国
際
基
準
検
討
体
制
の
概
要

○
自
動
運
転
の
早
期
実
現
に
向
け
て
は
産
学
官
が
密
接
に
連
携
し
た
取
組
み
を
推
進
し
て
お
り
、
国
土
交
通
省
と
し
て
は
、
自
動
運
転
戦
略
本
部
（
本
部
長
：

国
土
交
通
大
臣
）
の
下
、
車
両
の
安
全
確
保
等
に
関
す
る
ル
ー
ル
整
備
を
着
実
に
実
施
。

○
一
方
、
自
動
運
転
に
関
す
る
課
題
は
世
界
共
通
で
あ
り
、
国
際
的
な
安
全
基
準
の
策
定
に
は
国
際
的
な
相
互
協
力
が
不
可
欠
。

○
国
連
W
P
.2
9
（
自
動
車
基
準
調
和
世
界
フ
ォ
ー
ラ
ム
）
に
お
い
て
、
我
が
国
は
、
自
動
運
転
に
係
る
基
準
等
に
つ
い
て
、
共
同
議
長
又
は
副
議
長
等
と
し
て
議

論
を
主
導
し
、
自
動
車
線
維
持
、
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
対
策
等
の
自
動
運
転
に
係
る
国
際
基
準
が
成
立
。

○
引
き
続
き
各
国
と
協
力
し
、
さ
ら
に
高
度
な
自
動
運
転
に
係
る
国
際
基
準
の
策
定
に
向
け
て
検
討
。

自
動
運
転
に
関
す
る
課
題
と
我
が
国
の
国
際
的
な
取
組
み

自
動
運
転
技
術
に
係
る
国
際
基
準
検
討
体
制
及
び
検
討
項
目

＜
今
回
策
定
さ
れ
た
基
準
＞

【
レ
ベ
ル
２
】

・
自
動
駐
車
（
リ
モ
コ
ン
駐
車
）

・
手
を
添
え
た
自
動
ハ
ン
ド
ル

（
車
線
維
持
／
車
線
変
更
）

【
全
て
の
レ
ベ
ル
に
共
通
】

・
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
及
び

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
ア
ッ
プ
デ
ー
ト

リ
モ
コ
ン
駐
車

車
線
維
持

車
線
変
更

【
レ
ベ
ル
３
】

・
自
動
ハ
ン
ド
ル
（
車
線
維
持
）

・
ド
ラ
イ
バ
ー
モ
ニ
タ
リ
ン
グ

＜
こ
れ
ま
で
に
策
定
さ
れ
た
基
準
＞

*
本
田
技
研
工
業
（
株
）
H
P

*
L
E
X
U
S
H
P

*
日
産
自
動
車
（
株
）
H
P

*
B
M
W
H
P

*
L
E
X
U
S
H
P

*
日
野
自
動
車
（
株
）
H
P

*
L
E
X
U
S
H
P

自
動

運
転

技
術

に
係

る
主

な
会

議
体

日
本

の
役

職

自
動

運
転

専
門

分
科

会
（
G
R
VA

）
副

議
長

自
動

操
舵

専
門

家
会

議
議

長
(独

と
共

同
)

自
動

ブ
レ

ー
キ

専
門

家
会

議
議

長
(E
C
と

共
同
)

自
動

運
転

認
証

専
門

家
会

議
議

長
(蘭

、
加

と
共

同
)

ｻｲ
ﾊ
ﾞｰ

ｾ
ｷ
ｭﾘ

ﾃ
ｨ
専

門
家

会
議

議
長
(英

、
米

と
共

同
)

ED
R
/デ

ー
タ

記
録

装
置

専
門

家
会

議
議

長
(蘭

、
米

と
共

同
)

機
能

要
件

専
門

家
会

議
テ

ク
ニ

カ
ル

セ
ク

レ
タ

リ

国
連
自
動
車
基
準
調
和
世
界
フ

ォ
ー

ラ
ム
(WW
PP
22
99
)

（
日
本
、
米
国
、
欧
州
、
中
国
等
が
参
画
）

自
動

操
舵

自
動

ﾌ
ﾞ
ﾚ
ｰ
ｷ

ｻ
ｲ
ﾊ
ﾞ
ｰ

ｾ
ｷ
ｭ
ﾘ
ﾃ
ｨ

自
動

運
転

認
証

機
能

要
件

ED
R
/デ

ー
タ

記
録

装
置

(※
)

※
ED
R
の
担
当
で
あ
る
G
R
SG
と
、
デ
ー
タ
記
録
装
置
の
担
当
で
あ
る
G
R
VA
で
の
合
同
会
議
体
と
し
て
運
営
さ
れ
る

衝
突

安
全

(G
R
SP
)

自
動

運
転

(G
R
VA
)

排
出
ガ
ス
と

エ
ネ
ル
ギ
ー

(G
R
PE
)

騒
音
と

タ
イ
ヤ

(G
R
BP
)

灯
火
器

(G
R
E)

安
全

一
般

(G
R
SG
)

【
別
紙
３
】
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１１
．．
自自
動動
車車
基基
準準
調調
和和
世世
界界
フフ
ォォ
ーー
ララ
ムム
のの
目目
的的

安
全
で
環
境
性
能
の
高
い
自
動
車
を
容
易
に
普
及
さ
せ
る
観
点
か
ら
、

自
動
車
の
安
全
・
環
境
基
準
を
国
際
的
に
調
和
す
る
こ
と
や
、
政
府
に

よ
る
自
動
車
の
認
証
の
国
際
的
な
相
互
承
認
を
推
進
す
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
い
る
。

２ ２
．．
自自
動動
車車
基基
準準
調調
和和
世世
界界
フフ
ォォ
ーー
ララ
ムム
のの
組組
織織

自
動
車
基
準
調
和
世
界
フ
ォ
ー
ラ
ム
は
、
国
連
欧
州
経
済
委
員
会

(U
N
/
E
C
E
)の
下
に
あ
り
、
傘
下
に
六
つ
の
専
門
分
科
会
を
有
し
て
い
る
。

分
科
会
で
技
術
的
、
専
門
的
検
討
を
行
い
、
検
討
を
経
た
基
準
案
の

審
議
・
採
決
を
行
っ
て
い
る
。

３ ３
．．
自自
動動
車車
基基
準準
調調
和和
世世
界界
フフ
ォォ
ーー
ララ
ムム
のの
メメ
ンン
ババ
ーー

欧
州
各
国
、
１
地
域
（
Ｅ
Ｕ
）
に
加
え
、
日
本
、
米
国
、
カ
ナ
ダ
、
オ
ー
ス

ト
ラ
リ
ア
、
南
ア
フ
リ
カ
、
中
国
、
イ
ン
ド
、
韓
国
等
（
日
本
は
1
9
7
7
年
か
ら

継
続
的
に
参
加
）
、
ま
た
、
非
政
府
機
関
（
O
IC
A
（
国
際
自
動
車
工
業

会
）
、
IM
M
A
（
国
際
二
輪
自
動
車
工
業
会
）
、
IS
O
（
国
際
標
準
化
機

構
）
、
C
L
E
P
A
（
欧
州
自
動
車
部
品
工
業
会
、
S
A
E
（
自
動
車
技
術
会
）

等
）
も
参
加
し
て
い
る
。

４ ４
．．
自自
動動
車車
基基
準準
調調
和和
世世
界界
フフ
ォォ
ーー
ララ
ムム
のの
主主
なな
活活
動動
内内
容容

次
に
掲
げ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
協
定
に
基
づ
く
規
則
の
制
定
・
改
正
作
業

を
行
う
と
と
も
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
協
定
の
管
理
・
運
営
を
行
う
。

・
「
国
連
の
車
両
等
の
型
式
認
定
相
互
承
認
協
定
（
略
称
）
」

（
19
58
年
協
定
）

・
「
国
連
の
車
両
等
の
世
界
技
術
規
則
協
定
（
略
称
）
」

（
19
98
年
協
定
）

自
動
車
基
準
調
和
世
界
フ
ォ
ー
ラ
ム
（
W
P
2
9
）
の
概
要

1
9
5
8
年
協
定

5
7
カ
国
・
地
域

1
5
4
規
則

1
9
9
8
年
協
定

3
8
カ
国
・
地
域

2
0
規
則

国
際
基
準
の
制
定

日
本
E
U

ロ
シ
ア

ｵ
ｰ
ｽ
ﾄﾗ
ﾘ
ｱ

ﾏ
ﾚ
ｰ
ｼ
ｱ

ス
イ
ス

タ
イ

ア
メ
リ
カ

カ
ナ
ダ

中
国

イ
ン
ド

な
ど

な
ど

な
ど

国
際
基
準
の
制
定

認
証
の
相
互
承
認

【
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1
9
5
8
年
協
定
、
1
9
9
8
年
協
定
に
つ
い
て

１
．
協
定
の
目
的

１
９

５
８

年
に

締
結

さ
れ

た
国

連
の

多
国

間
協

定
で

あ
り

、
自

動
車

の
装

置
ご

と
の

安
全

・
環

境
に

関
す

る
基

準
の

国
際

調
和

及
び

認
証

の
相

互
承

認
を

推
進

す
る

こ
と

に
よ

り
、

安
全

で
環

境
性

能
の

高
い

自
動

車
を

普
及

す
る

と
と

も
に

、
自

動
車

の
国

際
流

通
の

円
滑

化
を

図
る

こ
と

を
目

的
と

し
て

い
る

。

２
．
加
入
状
況

令
和

２
年

（
2
0
2
0
年

）
５

月
現

在
、

5
6
か

国
、

１
地

域
（
E
U

）
が

加
入

。
日

本
は

、
平

成
1
0
年

（
1
9
9
8
年

）
1
1
月

2
4
日

に
加

入
。

ド
イ

ツ
、

フ
ラ

ン
ス

、
イ

タ
リ
ア

、
オ

ラ
ン

ダ
、

ス
ウ

ェ
ー

デ
ン

、
ベ

ル
ギ

ー
、

ハ
ン

ガ
リ
ー

、
チ

ェ
コ

、
ス

ペ
イ

ン
、

セ
ル

ビ
ア

、
イ

ギ
リ
ス

、
オ

ー
ス

ト
リ
ア

、
ル

ク
セ

ン
ブ

ル
ク

、
ス

イ
ス

、
ノ

ル
ウ

ェ
ー

、
フ

ィ
ン

ラ
ン

ド
、

デ
ン

マ
ー

ク
、

ル
ー

マ
ニ

ア
、

ポ
ー

ラ
ン

ド
、

ポ
ル

ト
ガ

ル
、

ロ
シ

ア
、

ギ
リ
シ

ャ
、

ア
イ

ル
ラ

ン
ド

、
ク

ロ
ア

チ
ア

、
ス

ロ
べ

ニ
ア

、
ス

ロ
バ

キ
ア

、
ベ

ラ
ル

ー
シ

、
エ

ス
ト
ニ

ア
、

ボ
ス

ニ
ア

・ヘ
ル

ツ
ェ

ゴ
ビ

ナ
、

ラ
ト
ビ

ア
、

ブ
ル

ガ
リ
ア

、
リ
ト
ア

ニ
ア

、
ト
ル

コ
、

ア
ゼ

ル
バ

イ
ジ

ャ
ン

、
マ

ケ
ド

ニ
ア

、
欧

州
連

合
（
Ｅ

Ｕ
）
、

日
本

、
オ

ー
ス

ト
ラ

リ
ア

、
ウ

ク
ラ

イ
ナ

、
南

ア
フ

リ
カ

、
ニ

ュ
ー

ジ
ー

ラ
ン

ド
、

キ
プ

ロ
ス

、
マ

ル
タ

、
韓

国
、

マ
レ

ー
シ

ア
、

タ
イ

、
モ

ン
テ

ネ
グ

ロ
、

チ
ュ

ニ
ジ

ア
、

カ
ザ

フ
ス

タ
ン

、
ア

ル
バ

ニ
ア

、
エ

ジ
プ

ト
、

ジ
ョ
ー

ジ
ア

、
サ

ン
マ

リ
ノ

、
モ

ル
ド

バ
、

ア
ル

メ
ニ

ア
、

ナ
イ

ジ
ェ

リ
ア

、
パ

キ
ス

タ
ン

（
下

線
は

Ｅ
Ｕ

加
盟

国
、

は
ア

ジ
ア

諸
国

）

「
車
両
並
び
に
車
両
へ
の
取
付
け
又
は
車
両
に
お
け
る
使
用
が
可
能
な
装
置
及
び

部
品
に
係
る
調
和
さ
れ
た
技
術
上
の
国
際
連
合
の
諸
規
則
の
採
択
並
び
に
こ
れ

ら
の
国
際
連
合
の
諸
規
則
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
認
定
の
相
互
承
認
の
た
め
の

条
件
に
関
す
る
協
定
」
（
１
９
５
８
年
協
定
）

「
車
両
並
び
に
車
両
へ
の
取
付
け
又
は
車
両
に
お
け
る
使
用
が
可
能
な
装
置
及

び
部
品
に
係
る
世
界
技
術
規
則
の
作
成
に
関
す
る
協
定
」
（
１
９
９
８
年
協
定
）

１
．
協
定
の
目
的

自
動

車
と

そ
の

部
品

の
安

全
性

と
環

境
レ

ベ
ル

の
向

上
や

国
際

流
通

の
円

滑
化

を
図

る
観

点
か

ら
、

世
界

の
知

見
を

活
か

し
た

装
置

毎
の

技
術

基
準

の
策

定
及

び
当

該
基

準
の

１
９

５
８

年
協

定
に

基
づ

く
規

則
や

各
国

法
規

へ
の

導
入

に
よ

る
基

準
の

国
際

調
和

を
目

的
と

し
た

協
定

で
あ

り
、

日
米

Ｅ
Ｕ

が
主

体
的

に
そ

の
原

案
を

作
成

し
、

国
連

に
お

い
て

、
平

成
1
0
年

（
1
9
9
8
年

）
に

採
択

さ
れ

た
。

２
．
加
入
状
況

令
和

２
年

（
2
0
2
0
年

）
５

月
現

在
、

3
7
か

国
、

１
地

域
（
E
U

）
が

加
入

。
日

本
は

、
平

成
1
1
年

（
1
9
9
9
年

）
８

月
３

日
に

加
入

。
カ

ナ
ダ

、
米

国
、

日
本

、
フ

ラ
ン

ス
、

イ
ギ

リ
ス

、
欧

州
連

合
（Ｅ

Ｕ
）、

ド
イ

ツ
、

ロ
シ

ア
、

中
国

、
韓

国
、

イ
タ

リ
ア

、
南

ア
フ

リ
カ

、
フ

ィ
ン

ラ
ン

ド
、

ハ
ン

ガ
リ
ー

、
ト
ル

コ
、

ス
ロ

べ
ニ

ア
、

ス
ロ

バ
キ

ア
、

ニ
ュ

ー
ジ

ー
ラ

ン
ド

、
オ

ラ
ン

ダ
、

ア
ゼ

ル
バ

イ
ジ

ャ
ン

、
ス

ペ
イ

ン
、

ル
ー

マ
ニ

ア
、

ス
ウ

ェ
ー

デ
ン

、
ノ

ル
ウ

ェ
ー

、
キ

プ
ロ

ス
、

ル
ク

セ
ン

ブ
ル

ク
、

マ
レ

ー
シ

ア
、

イ
ン

ド
、

リ
ト
ア

ニ
ア

、
モ

ル
ド

バ
、

チ
ュ

ニ
ジ

ア
、

オ
ー

ス
ト
ラ

リ
ア

、
カ

ザ
フ

ス
タ

ン
、

タ
ジ

キ
ス

タ
ン

、
ベ

ラ
ル

ー
シ

、
サ

ン
マ

リ
ノ

、
ウ

ズ
ベ

キ
ス

タ
ン

、
ナ

イ
ジ

ェ
リ
ア

（
下

線
は

Ｅ
Ｕ

加
盟

国
、

は
ア

ジ
ア

諸
国

）

３
．
基
準
の
制
定
状
況

令
和

２
年

（
2
0
2
0
年

）
５

月
現

在
、

15
4項

目
の

協
定

規
則

（U
N

 R
eg

ul
at

io
n）

を
制

定
。

３
．
基
準
の
制
定
状
況

令
和

２
年

（
2
0
2
0
年

）
５

月
現

在
、

20
項

目
の

世
界

統
一

技
術

規
則

（U
N

G
T
R
）を

制
定

。

【
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令 和 ２ 年 ６ 月 ３ ０ 日 

自動車局安全・環境基準課 

  

乗乗用用車車等等のの排排出出ガガスス・・燃燃費費性性能能のの評評価価方方法法をを改改訂訂ししまますす  

～～道道路路運運送送車車両両のの保保安安基基準準のの細細目目をを定定めめるる告告示示等等のの一一部部改改正正ににつついいてて～～  

  

  

  

  

 自動車の環境基準について、国際的な整合性を図り大気環境の保全等を確保するため、

我が国は国際連合の「車両等の世界的技術規則協定」に平成 11 年に加入し、現在、国際

的な技術基準である「世界技術規則」について議論を行っているところです。 

乗用車等の排出ガス・燃費試験法においては、平成 28 年 10 月に、世界技術規則第 15

号の「乗用車等の国際調和排出ガス・燃費試験法」（以下「WLTC モード※法」という。）を

国内導入したところですが、今般、令和元年 6月の国連欧州経済委員会自動車基準調和世

界フォーラム（WP29）第 178 回会合において、WLTC モード法の改訂が採択されました。 

これを踏まえ、我が国において当該改訂後の WLTC モード法による排出ガス・燃費性能

の評価等を実施するため、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示（平成 14 年国土

交通省告示第 619 号。）及び道路運送車両の保安基準第 2 章及び第 3 章の規定の適用関係

の整理のため必要な事項を定める告示（平成 15 年国土交通省告示第 1318 号）について改

正を行いました。 

※WLTC モード：市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行 

モード。 

 

１１．．改改正正のの概概要要    

○ 超小型モビリティのように、最高速度が制限された電気自動車について、車両に適

した走行モードを規定 

○ シャシダイナモメータ上で試験走行を行ったときの実際の車速と目標車速との乖離

を表す指標について、より正確に走行モードに追従するよう許容幅の要件を規定 

○ その他、所要の改正 

 

２２．．公公布布・・施施行行・・適適用用義義務務化化    

公布・施行 令和２年６月３０日 

適用義務化 令和３年１０月１日（新型車） 

国連欧州経済委員会自動車基準調和世界フォーラム（WP29）第 178 回会合において採

択された排出ガス・燃費性能の評価方法（WLTC モード法）の改訂を我が国に取り入れるた

め、本日、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等を改正しました。 

【お問い合わせ先】 

          

自動車局安全・環境基準課 河野、菊野 

代表 03-5253-8111（内線：42522） 

直通 03-5253-8603 FAX  03-5253-1636 

15,乗用車等の排出ガス・燃費性能の評価方法を改訂します
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令 和 ２ 年 ７ 月 １ 日 

自動車局技術・環境政策課 

後後付付けけののペペダダルル踏踏みみ間間違違いい急急発発進進等等抑抑制制装装置置のの認認定定結結果果をを公公表表ししまますす 

後付けのペダル踏み間違い急発進等抑制装置について、一定の機能等を有すると認められ

るものとして２装置を認定しましたので、使用上の注意点等とともに公表します。 

後付けのペダル踏み間違い急発進等抑制装置については、様々な製品の装着・販売が進んでおり、消

費者が正しく理解した上で適切に選択し使用していくためには、情報提供の充実が重要です。 

このため、市販されている装置のうち製造者等から申請のあったものについて、提出書面等に基づき

技術的な調査・確認を行い、一定の機能等を有すると認められるものを国が認定する性能認定制度※を

令和２年４月に創設し、今回初めて同制度に基づく認定を行いました。 

※： 当該制度は、「未就学児等及び高齢運転者の交通安全対策」（令和元年６月１８日関係閣僚

会議）に基づき創設したもの。これに先立ち、令和元年 12 月 17 日及び令和 2 年 5 月 26 日に

「先行個別認定」を実施し、計 14 装置が認定。 

後付けのペダル踏み間違い急発進等抑制装置は、分類によって機能する範囲等が異なるだけでなく、

製品毎に、使用方法、作動条件、作動の解除条件等が異なります。適切に使用するためには、このような

製品の特性を正しく理解することが重要ですので、購入する際には必ず販売・取付けを行う事業者から十

分な説明を受けた上で、使用上の注意点等に留意してご使用ください。 

【装置共通の注意事項】 

○ 装置にはそれぞれ作動限界があり、また、不要な作動をする場合があります。使用を開始する前

に、不要作動への対処方法等も含め取扱説明書等により必ず確認するとともに、疑問がある場合は

製造者等や販売・取付けを行う事業者へお問い合わせください。 

○ 本認定は、製造者等が指定する取付け事業者が取付けや使用上の注意点の説明等を確実に行

うことを前提としたものであり、製品単体の認定ではありません。（該当する取付け事業者以外で取

付けたものは、認定の対象外となります。） 

認認定定対対象象装装置置はは以以下下ののととおおりりでですす。。（装置一覧は別添参照）  

○○障障害害物物検検知知機機能能付付ききペペダダルル踏踏みみ間間違違いい急急発発進進等等抑抑制制装装置置  

・ 踏み間違い加速抑制システム 08Z35-PM0 (ホンダアクセス) 

・ 踏み間違い加速抑制システムⅡ※ (トヨタ自動車) 
※障害物が無い状況における踏み間違いにも対応し、車速が約 30km/h まで作動 

【認定対象装置】：添付資料参照  

   https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000042.html 

 

なお、今後とも引き続き認定の申請を受け付けるとともに、認定した製品については、順次上記リンク先

のＨＰにて公表します。 

【問い合わせ先】 

自動車局 技術政策課 木内、玉屋 

代表：03-5253-8111（内線 42254） 

直通：03-5253-8591、FAX：03-5253-1639 

16,後付けのペダル踏み間違い急発進等抑制装置の認定結果を公表します
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令 和 ２ 年 ７ 月 １ 日 

自動車局技術・環境政策課 

後後付付けけののペペダダルル踏踏みみ間間違違いい急急発発進進等等抑抑制制装装置置のの認認定定結結果果をを公公表表ししまますす 

後付けのペダル踏み間違い急発進等抑制装置について、一定の機能等を有すると認められ

るものとして２装置を認定しましたので、使用上の注意点等とともに公表します。 

後付けのペダル踏み間違い急発進等抑制装置については、様々な製品の装着・販売が進んでおり、消

費者が正しく理解した上で適切に選択し使用していくためには、情報提供の充実が重要です。 

このため、市販されている装置のうち製造者等から申請のあったものについて、提出書面等に基づき

技術的な調査・確認を行い、一定の機能等を有すると認められるものを国が認定する性能認定制度※を

令和２年４月に創設し、今回初めて同制度に基づく認定を行いました。 

※： 当該制度は、「未就学児等及び高齢運転者の交通安全対策」（令和元年６月１８日関係閣僚

会議）に基づき創設したもの。これに先立ち、令和元年 12 月 17 日及び令和 2 年 5 月 26 日に

「先行個別認定」を実施し、計 14 装置が認定。 

後付けのペダル踏み間違い急発進等抑制装置は、分類によって機能する範囲等が異なるだけでなく、

製品毎に、使用方法、作動条件、作動の解除条件等が異なります。適切に使用するためには、このような

製品の特性を正しく理解することが重要ですので、購入する際には必ず販売・取付けを行う事業者から十

分な説明を受けた上で、使用上の注意点等に留意してご使用ください。 

【装置共通の注意事項】 

○ 装置にはそれぞれ作動限界があり、また、不要な作動をする場合があります。使用を開始する前

に、不要作動への対処方法等も含め取扱説明書等により必ず確認するとともに、疑問がある場合は

製造者等や販売・取付けを行う事業者へお問い合わせください。 

○ 本認定は、製造者等が指定する取付け事業者が取付けや使用上の注意点の説明等を確実に行

うことを前提としたものであり、製品単体の認定ではありません。（該当する取付け事業者以外で取

付けたものは、認定の対象外となります。） 

認認定定対対象象装装置置はは以以下下ののととおおりりでですす。。（装置一覧は別添参照）  

○○障障害害物物検検知知機機能能付付ききペペダダルル踏踏みみ間間違違いい急急発発進進等等抑抑制制装装置置  

・ 踏み間違い加速抑制システム 08Z35-PM0 (ホンダアクセス) 

・ 踏み間違い加速抑制システムⅡ※ (トヨタ自動車) 
※障害物が無い状況における踏み間違いにも対応し、車速が約 30km/h まで作動 

【認定対象装置】：添付資料参照  

   https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000042.html 

 

なお、今後とも引き続き認定の申請を受け付けるとともに、認定した製品については、順次上記リンク先

のＨＰにて公表します。 

【問い合わせ先】 

自動車局 技術政策課 木内、玉屋 

代表：03-5253-8111（内線 42254） 

直通：03-5253-8591、FAX：03-5253-1639 

発
進
時
、
前
方
の
壁
な
ど
の
障
害
物
を
検
知
し
て
い
る
と
き
に
、
ラ
ン
プ
と
ブ
ザ
ー
で
お
知
ら
せ
し
、
万
一
、
そ
の
状
態
か
ら
ア
ク
セ
ル
ペ
ダ
ル
が
強
く
踏
み
込
ま
れ
た
と

検
知
し
た
場
合
や
、
低
速
走
行
時
、
障
害
物
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
、
ア
ク
セ
ル
ペ
ダ
ル
が
強
く
踏
み
込
ま
れ
た
と
検
知
し
た
場
合
に
エ
ン
ジ
ン
出
力
を
抑
制
す
る
装
置
。

後
退
時
は
障
害
物
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
、
ペ
ダ
ル
が
強
く
踏
み
込
ま
れ
た
と
検
知
し
た
場
合
、
エ
ン
ジ
ン
出
力
を
抑
制
す
る
。
（
後
方
の
障
害
物
検
知
機
能
な
し
）

問
合
せ
先

Ｈ
Ｐ
U
R
L

ht
tp

s:
//t

oy
ot

a.
jp

/s
ap

ot
oy

o/
co

m
m

en
ta

ry
/s

ap
ot

oy
op

lu
s/

ka
so

ku
_y

ok
us

ei
_s

ys
te

m
/
（
20

20
年

7月
1日

更
新
予
定
）

○
発
進
時
ま
た
は
車
速
が
約
1
0
km
/
h
以
下
で
進
行
方
向
約
３
ｍ

以
内
に
障
害
物
が
あ
る
状
況
に
お
い
て
、
一
定
以
上
に
ア
ク
セ
ル

を
踏
ん
だ
と
き
に
作
動
し
ま
す
。

○
自
動
で
停
車
さ
せ
る
機
能
で
は
な
い
た
め
、
必
ず
運
転
者
自
身
で
ブ
レ
ー
キ
ペ
ダ
ル
を
踏
ん
で
停
車
し
て
く
だ
さ
い
。

○
前
進
す
る
場
合
の
前
方
に
障
害
物
が
な
い
場
合
に
お
い
て
、
ウ
ィ
ン
カ
ー
を
出
し
な
が
ら
の
発
進
・
加
速
や
、
急
な
登
坂
で
の
発
進
、
ブ
レ
ー
キ
ペ
ダ

ル
を
離
し
て
か
ら
2
秒
以
内
の
ア
ク
セ
ル
操
作
で
は
、
加
速
抑
制
機
能
が
作
動
し
ま
せ
ん
。

○
加
速
抑
制
機
能
を
停
止
し
た
い
と
き
は
、
停
車
し
た
状
態
で
機
能
オ
フ
ス
イ
ッ
チ
を
押
し
て
く
だ
さ
い
。

○
そ
の
他
使
用
上
の
注
意
点
に
つ
い
て
は
、
必
ず
使
用
前
に
取
扱
説
明
書
等
に
よ
り
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

〇
ア
ク
セ
ル
信
号
が
キ
ャ
ン
セ
ル
さ
れ
ア
イ
ド
リ
ン
グ
状
態
と
な
り
、
加
速
が
抑
制
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
表
示
機
に
よ
る
ラ
ン
プ
と
ブ
ザ
ー
で
作
動
中
で
あ
る
こ
と
を
警
告
し
ま
す
。

製
品
名
：
踏
み
間
違
い
加
速
抑
制
シ
ス
テ
ム
Ⅱ
（
ト
ヨ
タ
自
動
車
株
式
会
社
）

（
前
方
に
障
害
物
が
あ
る
場
合
）

③
使
用
上
の
注
意
点

装
置
概
要

【【
後後
退退
すす
るる
場場
合合
】】

①
装
置
の
作
動
概
要

○
車
速
が
約
1
0
km
/
h
以
下

の
と
き
、
一
定
以
上
ア
ク
セ

ル
を
踏
ん
だ
と
き
に
作
動
し

ま
す
。

○
車
速
が
約
5
km
/
h
を
超
え

た
状
態
で
ア
ク
セ
ル
を
踏
ん

だ
と
き
に
も
作
動
し
ま
す
。

【【
作作
動動
時時
のの
状状
態態
】】

②
作
動
後
の
解
除
条
件

○
車
両
が
停
止
す
る
、
又
は
、
ア
ク
セ
ル
を
約
5
秒
以
上
踏
み
続
け
る
等
の
操
作
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
加
速
抑
制
機
能
が
解
除
さ
れ
ま
す
。

認
定
を
受
け
た
事
業
者
が
指
定
す
る
取
付
け
事
業
者
以
外
に
お
い
て
装
置
を
取
付
け
た
場
合
は
認
定
の
対
象
外
と
な
り
ま
す
。

購
入
時
や
取
り
付
け
時
に
、
装
置
の
作
動
条
件
、
使
用
方
法
、
注
意
事
項
等
に
つ
い
て
、
購
入
先
や
取
り
付
け
事
業
者
か
ら
説
明
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

装
置
の
作
動
条
件
、
使
用
方
法
、
注
意
事
項
等
に
つ
い
て
、
必
ず
ご
自
身
で
も
取
扱
説
明
書
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

不
具
合
情
報
は
、
国
土
交
通
省
の
自
動
車
不
具
合
情
報
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
ま
で
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。
h
tt
p
:/
/
w
w
w
.m
lit
.g
o
.jp
/
jid
o
sh
a/
c
ar
in
f/
rc
l/
h
o
tl
in
e
.h
tm
l

（
前
方
に
障
害
物
が
な
い
場
合
）

ト
ヨ
タ
自
動
車
お
客
様
相
談
セ
ン
タ
ー

08
00

 –
70

0 
–

77
00

（
9:

00
~1

8:
00
、
年
中
無
休
）

○
車
速
が
約
3
0
km
/
h
以
下
で
、
ア
ク
セ
ル
を
強
く
踏
ん
だ
と
き
に

（
障
害
物
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
）
作
動
し
ま
す
。

ピピ
ッッ
ピピ
ッッ
ピピ
ッッ
…

約
30

km
/h
以
下

【【
前前
進進
すす
るる
場場
合合
】】

ピピ
ーー
ーー

ピピ
ーー
ーー

83



問
合
せ
先

Ｈ
Ｐ
U
R
L

○
発
進
時
ま
た
は
車
速
が
1
0
km
/
h
以
下
で
進

行
方
向
約
３
ｍ
以
内
に
障
害
物
が
あ
る
状
況

に
お
い
て
、
一
定
以
上
に
ア
ク
セ
ル
を
踏
ん
だ

と
き
に
作
動
し
ま
す
。

○
自
動
で
停
車
さ
せ
る
機
能
で
は
な
い
た
め
、
必
ず
運
転
者
自
身
で
ブ
レ
ー
キ
ペ
ダ
ル
を
踏
ん
で
停
車
し
て
く
だ
さ
い
。

○
登
坂
路
、
右
折
時
な
ど
に
前
方
車
両
に
接
近
し
た
状
況
で
ア
ク
セ
ル
を
強
く
踏
み
込
む
と
、
加
速
抑
制
機
能
が
作
動
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
前
方

車
両
と
の
車
間
距
離
を
十
分
保
っ
て
運
転
し
て
く
だ
さ
い
。

○
加
速
抑
制
機
能
を
停
止
し
た
い
と
き
は
、
停
車
し
た
状
態
で
機
能
オ
フ
ス
イ
ッ
チ
を
押
し
て
く
だ
さ
い
。

○
そ
の
他
使
用
上
の
注
意
点
に
つ
い
て
は
、
必
ず
使
用
前
に
取
扱
説
明
書
等
に
よ
り
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

〇
ア
ク
セ
ル
信
号
が
キ
ャ
ン
セ
ル
さ
れ
ア
イ
ド
リ
ン
グ
状
態
と
な
り
、
加
速
が
抑
制
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
表
示
機
に
よ
る
ラ
ン
プ
と
ブ
ザ
ー
で
作
動
中
で

あ
る
こ
と
を
警
告
し
ま
す
。

製
品
名
：
踏
み
間
違
い
加
速
抑
制
シ
ス
テ
ム
（
0
8
Z
3
5
-
P
M
0
）
（
株
式
会
社
ホ
ン
ダ
ア
ク
セ
ス
）

【【
前前
方方
にに
障障
害害
物物
がが
ああ
るる
場場
合合
】】

③
使
用
上
の
注
意
点

装
置
概
要

【【
後後
退退
すす
るる
場場
合合
】】

①
発
進
時
に
一
定
以
上
ア
ク
セ

ル
を
踏
ん
だ
と
き
に
作
動
し
ま
す
。

②
車
速
が
約
5
km
/
h
を
超
え
た
状

態
で
ア
ク
セ
ル
を
踏
ん
だ
と
き
に

も
作
動
し
ま
す
。

【【
作作
動動
時時
のの
状状
態態
】】

②
作
動
後
の
解
除
条
件

○
車
両
が
停
止
す
る
、
又
は
、
ア
ク
セ
ル
を
約
4
秒
以
上
踏
み
続
け
る
等
の
操
作
を
行
う
こ

と
に
よ
り
、
加
速
抑
制
機
能
が
解
除
さ
れ
ま
す
。

認
定
を
受
け
た
事
業
者
が
指
定
す
る
取
付
け
事
業
者
以
外
に
お
い
て
装
置
を
取
付
け
た
場
合
は
認
定
の
対
象
外
と
な
り
ま
す
。

購
入
時
や
取
り
付
け
時
に
、
装
置
の
作
動
条
件
、
使
用
方
法
、
注
意
事
項
等
に
つ
い
て
、
購
入
先
や
取
り
付
け
事
業
者
か
ら
説
明
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

装
置
の
作
動
条
件
、
使
用
方
法
、
注
意
事
項
等
に
つ
い
て
、
必
ず
ご
自
身
で
も
取
扱
説
明
書
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

不
具
合
情
報
は
、
国
土
交
通
省
の
自
動
車
不
具
合
情
報
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
ま
で
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。
h
tt
p
:/
/
w
w
w
.m
lit
.g
o
.jp
/
jid
o
sh
a/
c
ar
in
f/
rc
l/
h
o
tl
in
e
.h
tm
l

ピピ
ーー
ーー
ーー
…

ピピ
ッッ
ピピ
ッッ
ピピ
ッッ
…

ht
tp

s:
// w

w
w

.h
on

da
.c

o.
jp

/A
C

C
ES

S/
ka

so
ku

yo
ku

se
i/
（
発
売
に
合
わ
せ
て
公
開
予
定
）

①
装
置
の
作
動
概
要

前
進
時
前
方
の
壁
な
ど
の
障
害
物
を
検
知
し
て
い
る
と
き
に
、
ラ
ン
プ
と
ブ
ザ
ー
で
お
知
ら
せ
し
、
万
一
、
そ
の
状
態
か
ら
ア
ク
セ
ル
ペ
ダ
ル
が
強
く
踏
み

込
ま
れ
た
と
検
知
し
た
場
合
に
は
、
エ
ン
ジ
ン
出
力
を
抑
制
す
る
装
置
。
後
退
時
は
障
害
物
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
、
ペ
ダ
ル
が
強
く
踏
み
込
ま
れ
た
と
検

知
し
た
場
合
、
エ
ン
ジ
ン
出
力
を
抑
制
す
る
。
（
後
方
の
障
害
物
検
知
機
能
な
し
）

5k
m

/h
以
上

約
3m
以
内

の
障
害
物

を
検
知

ホ
ン
ダ
ア
ク
セ
ス
お
客
様
相
談
室

01
20

 –
66

35
21

（
9:

00
~1

2:
00
、

13
:0

0~
17

:0
0、
土
日
、
祝
日
、
指
定
定
休
日
除
く
）

○
車
速
が
約
3
km
/
h
を
下
回
っ
た
と
き
に
、
加
速
抑

制
機
能
が
解
除
さ
れ
ま
す
。

【 【
前前
方方
にに
障障
害害
物物
がが
ああ
るる
場場
合合
】】

【【
後後
退退
すす
るる
場場
合合
】】
②②

ピピ
ーー
ーー
ーー
…

又又
はは
【【
後後
退退
すす
るる
場場
合合
】】
①①

84



                        

令和２年７月１７日 
自 動 車 局 整 備 課  

ススキキャャンンツツーールルのの導導入入補補助助をを開開始始 
（貨物輸送事業者と荷主の連携等による運輸部門省エネルギー化推進事業費補助金） 

～車載電子機器の故障や劣化の把握をサポートする整備機器の導入を支援します～ 
 

国土交通省は、自動車整備技術の高度化を図り、次世代自動車の省エネ

性能維持を推進するため、自動車整備事業者等に対して、スキャンツール

の導入を支援します。申請は７月２７日（月）から受け付けます。 
 
１１．．公公募募期期間間 

令和 2 年 7 月 27 日（月） ～ 10 月 30 日（金）※ 

※ ただし、補助申請の合計額が予算額に達した場合、公募期間内であっても公募は終了いたします。 
また、公募期間内に関わらず交付決定を順次実施します。 

 
２２．．補補助助対対象象事事業業者者 
 ① 道路運送車両法第 78 条に定める認証を受けた自動車特定整備事業者 

② 道路運送車両法第 94 条に定める認定を受けた優良自動車整備事業者 
③ 自動車整備士を有する自動車関連施設で自動車の点検等を含む事業を行う者 

 
３３．．事事業業内内容容（（概概要要）） 
・補助対象事業者に対して、スキャンツール本体又は PC 等からインターネットを通じ

て外部に情報を送信できる等一定の要件を満たすスキャンツールを新たに購入す

る場合の経費の一部を補助（補助率は 1/3、1 事業場あたりの補助上限額は 15 万円

とし、交付決定前に購入した機器は補助の対象外となりますのでご注意下さい。） 
・補助対象事業者は 20 台以上の車両にスキャンツールを使用して診断データ等を報告 

 
４４．．申申請請方方法法及及びび問問いい合合わわせせ先先 
 対象となる機器、公募要領、申請様式等その他補助事業に関するお問い合わせにつき

ましては、補助事業の申請等の事務を行うパシフィックコンサルタンツ株式会社のホー

ムページをご覧下さい。 

・パシフィックコンサルタンツ株式会社（補助事務執行団体） 
ホームページ：https://www.pacific-hojo.jp/ 
TEL：03-5280-9501 FAX：03-5280-9502 
※ 申請書類提出先。書類の記載方法など補助申請に関することはこちらにお問い合わせ下さい。 

 
５５．．そそのの他他 
公募期間中は、前日までの補助申請件数・申請額も上記ホームページでご確認いただけます。

また、公募を終了する場合も同ホームページ上にてお知らせいたします。 
 

 
 

【問い合わせ先（申請方法等のお問い合わせは上記のパシフィックコンサルタンツ（株）へお願いします】 

・国土交通省自動車局整備課 髙瀬、濱田 

TEL：03-5253-8111（代表）（内線 42-415）、03-5253-8599（直通） 

FAX：03-5253-1639 

17,スキャンツールの導入補助を開始
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令 和 ２年 ７月 ２ １ 日 

鉄 道 局 技 術 企 画 課 

自動車局技術・環境政策課 
  
  
  

 
地方運輸局では、自動運転車等先進技術に対応した自動車・鉄道技術行政の体制を強化

するため、社会人経験者を対象として技術系職員への採用希望者を令和２年７月３１日よ

り８月３１日までの間、募集します。 

国土交通省地方運輸局技術系職員は、自動車検査証の交付、自動車整備工場の認証・指

定や、鉄道施設・車両の審査・検査、鉄道事故に関する調査支援・指導等の業務を担当し

ています。 
 昨今の自動車分野における自動運転等先進技術の開発・普及の進展や鉄道分野における

無線による列車制御等の様々な先進技術の開発の状況等を踏まえ、国土交通省地方運輸局

では多様な人材を確保することで、最新技術に対応した更なる体制の充実を図るべく、社

会人経験の豊富な係長級職員の採用を目的とした選考採用試験を各地方運輸局において実

施します。 
 募集の概要は次のとおりですが、詳細は添付受験案内及び各地方運輸局のホームページ

をご参照ください。 

１１．．応応募募資資格格 

高校卒業後、企業、官公庁等での正社員・正職員としての勤務経験が、令和２年４月

１日現在で１１年（高等専門学校、専修学校又は短期大学を卒業した者にあっては９年、

大学を卒業、大学院を修了又は専修学校の専門課程を修了し高度専門士の称号が付与さ

れた者にあっては７年）以上ある方。 

２２．．採採用用予予定定数数 
（１）自動車関係：下表のとおり採用を予定 

運輸局 北海道 東北 関東 近畿 四国 

採用予定数 １ ２ ６ ３ １ 

（２）鉄道関係：関東及び九州の運輸局において、それぞれ１名の採用を予定。 

３３．．勤勤務務地地 
各地方運輸局（本局又は管内の運輸支局） 

４４．．選選考考方方法法 
書類選考、作文試験、基礎能力・専門試験及び面接試験 

＜お問い合わせ先＞  
自動車局技術・環境政策課 課長補佐 宮下    TEL:(03)5253-8111（内線 42-202、42-214） 
鉄道局技術企画課 課長補佐 早川、水野 TEL:(03)5253-8111（内線 40-703、40-702） 

 

同時発表： 

北海道運輸局、東北運輸局、関東運輸局、  

北陸信越運輸局、中部運輸局、近畿運輸局、 

中国運輸局、四国運輸局、九州運輸局 

地地方方運運輸輸局局職職員員採採用用試試験験（（技技術術系系社社会会人人経経験験者者））のの実実施施ににつついいてて 

※新型コロナウイルス感染症の状況によっては試験日程等の変更がありうる場合があります。 

18,地方運輸局職員採用試験（技術系社会人経験者）の実施について
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令 和 ２ 年 ８ 月 ５ 日 
自動車局安全・環境基準課 
自 動 車 局 整 備 課 

自自動動運運転転にに対対応応ししたた新新たたなな検検査査手手法法をを導導入入ししまますす！！！！
～ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部改正について ～ 

令和 6 年 10 月から、自動車の検査（車検）において、自動ブレーキ等の自動運転技術

等に用いられる電子制御装置の目に見えない故障に対応するための電子的な検査を開始

することとしました。 

自動ブレーキ等の電子制御を駆使した自動運転技術については、近年、軽自動車を含む幅

広い車両への搭載が進んでいます。これらの技術は、交通事故防止に大きな効果が期待され

る一方、故障時には誤作動等により事故につながる恐れがあることから、使用時においても、

確実に機能維持を図ることが重要です。 
このため、国土交通省では、平成 29 年 12 月から「車載式故障診断装置を活用した自動車

検査手法のあり方検討会」（座長：須田義大東京大学生産技術研究所教授）において、自動

運転技術に用いられる電子制御装置まで踏み込んだ自動車検査の手法について検討を行い、

平成 31 年 3 月に最終報告書をとりまとめたところです。 
今般、同報告書を踏まえ、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正す

る告示を本日公布し、令和 3 年 10 月以降の新型車を対象に、令和 6 年 10 月から電子的な

検査（車検）を開始（※）することとなりました。 
（※）輸入車については、令和４年 10 月以降の新型車を対象に令和７年 10 月から検査を

開始 
なお、令和３年 10 月から電子的な検査のプレテストを開始するとともに、必要な情

報管理に関する実費として、一両当たり 400 円を（独）自動車技術総合機構が徴収する

こととしております。 

【検査の対象となる装置】 
①運転支援装置

・衝突被害軽減ブレーキ（自動ブレーキ）

・自動命令型操舵機能（レーンキープ） 等

②自動運行装置

③排ガス関係装置

＜検査のイメージ＞

参考：「車載式故障診断装置を活用した自動車検査手法のあり方検討会」

http://www.mlit.go.jp/jidosha/OBD_Inspection_System.html  

（お問い合わせ先）
国土交通省自動車局整備課 髙瀬、井原

代表： （内線： ）、直通： 、 ：  

＜検査のイメージ＞ 

19,自動運転に対応した新たな検査手法を導入します
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令 和 ２年 ８月 ５日

自 動 車 局

審 査 ・リコール課

自自動動車車のの特特定定改改造造等等のの許許可可制制度度をを本本年年 月月よよりり開開始始ししまますす
――適適切切ななソソフフトトウウェェアアッッププデデーートトをを確確保保すするるたためめのの環環境境整整備備ににつついいてて――

自動運転車をはじめとする自動車の使用過程における適切なソフトウェアアップデートを確保す

る環境を整備するため、今般、自動車の特定改造等の許可制度を創設するとともに、本制度を本

年 月より開始することとします。

１．背 景

昨今の自動車技術の進展に伴い、通信を活用して使用過程時の自動車の電子制御装置に組み

込まれたソフトウェアをアップデートし、性能変更や機能追加（改造）を大規模かつ容易に行うことが

可能となっていることを踏まえ、当該改造等に係る許可制度を創設すること等を内容とする道路運送

車両法の一部を改正する法律（令和元年法律第 号）が、昨年５月に公布されました。

今般、本法律の規定に基づき、特定改造等の許可における具体的な要件や手続き等を規定する

ために必要な関係政省令等の整備を行いました。

２．許可制度の概要 ※詳細は別添１・２を参照

○許可の要件：

① 申請者が、適切なソフトウェアアップデート及びサイバーセキュリティを確保するために必要

な業務管理能力を有すること。

② 申請者が、ソフトウェアアップデートに起因した不具合の是正を適確に実施するために必要

な体制を有すること。

③ ソフトウェアアップデートされた自動車が保安基準に適合すること。

○遵守事項：

① 許可の申請書等に所定の変更事項が生じた場合における国土交通大臣への届出

② ソフトウェアアップデートの実施状況、当該アップデートに関する情報の記録・保管

③ アップデート車両のサイバーセキュリティに対する脅威及び脆弱性の監視、検出及び対応

④ アップデートの目的及び内容、新しい機能の使用方法に関する情報の使用者への提供 等

３．スケジュール

○公 布： 令和２年８月５日 （本日）

○施 行： 令和２年 月 日 （※ 申請の事前受付については、同年８月 日より開始）

別紙１ ： 自動車の特定改造等の許可制度について（概要）

別紙２ ： 道路運送車両法関係手数料令等の一部改正及び自動車の特定改造等の許可に関する省令等

の制定について

【お問い合わせ先】

審査・リコール課 笠井、高橋

代表： （内線： ）

直通： 、 ：

20,自動車の特定改造等の許可制度を本年11月より開始します
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通
信
回
線
等
に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
を
含
む
。

電
気
通
信
回
線

自
動
車
製
作
者
等

自
宅
等

改改
造造

特特
定定
改改
造造
等等
のの
イイ
メメ
ーー
ジジ

特特
定定
改改
造造
等等
にに
よよ
りり
追追
加加
ささ
れれ
るる
機機
能能
のの
例例

駐駐
車車
支支
援援
機機
能能
※

自自
動動
車車
線線
変変
更更
機機
能能

（
※

AU
TO

 C
AR

 JA
PA

N 
HP
よ
り
）

※
適
切
な
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
及
び
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
確
保

改改
正正
車車
両両
法法
のの
内内
容容

スス
ケケ
ジジ
ュュ
ーー
ルル

○
公
布
：
令
和
２
年
８
月
５
日

○
施
行
：
道
路
運
送
車
両
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
第
３
条
の
施
行
の
日
（
令
和
２
年

月
日
）

（
別
紙
１
）
自
動
車
の
特
定
改
造
等
の
許
可
制
度
に
つ
い
て
（
概
要
①
）
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１１
．．
許許
可可
のの
対対
象象
行行
為為

２２
．．
許許
可可
のの
要要
件件

４４
．．
公公
布布
・・
施施
行行

５５
．．
適適
用用
日日

○
公
布
：
令
和
２
年
８
月
５
日
（本
日
）

○
施
行
：
道
路
運
送
車
両
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
第
３
条
の
施
行
の
日
（
令
和
２
年
１
１
月
２
３
日
※
４
）

（
１
）
能
力
：
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
確
保
の
た
め
の
業
務
管
理
能
力
※
２
（
上
記
①
の
行
為
）

適
切
な
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
の
確
保
の
た
め
の
業
務
管
理
能
力
※
３
（
上
記
①
及
び
②
の
行
為
）

（
２
）
体
制
：
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
に
起
因
し
た
不
具
合
の
是
正
を
適
確
に
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
体
制

（
３
）
保
安
基
準
適
合
性
：
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
さ
れ
た
自
動
車
の
保
安
基
準
適
合
性

施
行
日
と
同
じ
。
た
だ
し
、
自
動
運
行
装
置
搭
載
車
以
外
の
２
．
（
１
）
の
能
力
審
査
は
、
当
面
の
間
適
用
し
な
い
。

原
則
３
年
毎

の
審
査

許
可
１
件
（
型
式
）

毎
の
審
査

３３
．．
遵遵
守守
事事
項項

○
許
可
の
申
請
書
及
び
そ
の
添
付
書
面
に
所
定
の
変
更
事
項
が
生
じ
た
場
合
に
お
け
る
国
土
交
通
大
臣
へ
の
届
出

○
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
の
実
施
状
況
、
当
該
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
に
関
す
る
情
報
の
記
録
・
保
管

○
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
車
両
の
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
対
す
る
脅
威
及
び
脆
弱
性
の
監
視
、
検
出
及
び
対
応

○
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
の
目
的
、
内
容
及
び
所
要
時
間
、
新
し
い
機
能
の
使
用
方
法
等
に
関
す
る
情
報
の
使
用
者
へ
の
提
供

等

※
２
車
両
の
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
対
す
る
脅
威
及
び
脆
弱
性
の
特
定
、
リ
ス
ク
分
析
、
リ
ス
ク
分
析
結
果
を
踏
ま
え
た
対
策
の
実
施

等

※
３
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
が
他
の
シ
ス
テ
ム
に
与
え
る
影
響
の
評
価
、
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
対
象
車
両
の
特
定
、
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
配
信
経
路
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
確
保

等

①
保
安
基
準
適
合
性
に
影
響
を
及
ぼ
す
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
を
電
気
通
信
回
線
の
使
用
に
よ
り
す
る
行
為
（
O

ve
r T

he
 A

ir）
②

①
の
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
を
目
的
と
し
て
、
当
該
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
の
た
め
の
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
を
整
備
事
業
者
等
に
提
供
す
る
行
為

（
別
紙
１
）
自
動
車
の
特
定
改
造
等
の
許
可
制
度
に
つ
い
て
（
概
要
②
）

※
４
申
請
の
事
前
受
付
に
つ
い
て
は
、
同
年
８
月

23
日
よ
り
開
始
。
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令 和 ２ 年 ８ 月

自 動 車 局

道道路路運運送送車車両両法法関関係係手手数数料料令令等等のの一一部部改改正正及及びび

自自動動車車のの特特定定改改造造等等のの許許可可にに関関すするる省省令令等等のの制制定定ににつついいてて

－－自自動動車車のの特特定定改改造造等等のの許許可可にに関関すするる制制度度整整備備－－

１１．．改改正正のの背背景景

令和元年５月 日に公布された道路運送車両法の一部を改正する法律（令和元年法律第 号。

以下「改正法」という。）において、自動運行装置等に組み込まれたプログラム等の改変による改造

を、電気通信回線を使用する方法によりする行為等（以下「特定改造等」という。）をしようとする

者は、あらかじめ、国土交通大臣の許可を受けなければならないこととされた。

当該許可に関する改正法の規定の施行期日は、公布の日から起算して１年半を超えない範囲内と

されているところ、その施行に向けて、改正法において委任されることとされた許可の手数料、手

続、要件をはじめ、自動車の特定改造等の許可（以下「許可」という。）に関する制度整備のために

必要な規定を定める必要がある。

これらを踏まえ、道路運送車両法関係手数料令（昭和 年政令第 号）、道路運送車両法施行

規則（昭和 年運輸省令第 号）、道路運送車両法関係手数料規則（平成 年国土交通省令第

号）等の関係省令及び道路運送車両の保安基準の細目を定める告示（平成 年国土交通省告示第

号）等の関係告示について所要の改正を行うほか、自動車の特定改造等の許可に関する省令（仮

称）等を新たに制定することとする。

２２．．改改正正のの概概要要

（（１１））道道路路運運送送車車両両法法関関係係手手数数料料令令のの一一部部改改正正

許可を受けるに際して国及び独立行政法人自動車技術総合機構（以下「機構」という。）に

納付すべき手数料の額を、実費を勘案して定める（改正法による改正後の道路運送車両法（昭

和 年法律第 号。以下「法」という。）第 条第４項関係）。

（（２２））自自動動車車のの特特定定改改造造等等のの許許可可にに関関すするる省省令令等等のの制制定定

①許可の申請手続及び許可対象行為（法第 条の３第１項関係）

許可に関する申請手続を定めるほか、次のいずれかに該当する行為を許可の対象とする。

○ 自動運行装置その他の装置に組み込まれたプログラム等の改変による改造であって、法第

条第１項各号に掲げる装置に係る性能の変更（軽微な変更を除く。）を行うものを、電気

通信回線を使用する方法によりする行為（法第 条の３第１項第１号関係）

○ 当該改造をさせる目的をもって、電気通信回線を使用する方法及び電磁的記録媒体を配布

する方法により自動車の使用者その他の者に対し、当該改造のためのプログラム等を提供す

る行為（法第 条の３第１項第２号関係）

別紙２
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②許可の要件（法第 条の３第３項関係）

許可の要件を以下のとおり定める。

○ 法第 条の３第１項（第１号に係る部分に限る。）の許可を申請する者（以下「１号申請

者」という。）が、特定改造等の適確な実施を確保するために必要なものとして、プログラム

等の適切な管理及び確実な改変並びにサイバーセキュリティを確保するための業務管理シ

ステムであって、下記（ⅰ）及び（ⅱ）に掲げる要件に適合するものを有すること

○ 法第 条の３第１項（第２号に係る部分に限る。）の許可を申請する者が、特定改造等の

適確な実施を確保するために必要なものとして、プログラム等の適切な管理及び確実な改変

を確保するための業務管理システムであって、下記（ⅰ）に掲げる要件に適合するものを有

すること

○ 申請者が、プログラム等の改変により改造された自動車に不具合が発生した場合において、

その是正への対応を適切に実施するために必要な体制を有すること

○ 申請に係るプログラム等の改変により改造された自動車の構造、装置及び性能が保安基準

に適合すること

（ⅰ）プログラム等の適切な管理及び確実な改変を確保するための業務管理システムの要件

 業務管理システムは以下のプロセスを有すること。

・ プログラム等の改変による改造の対象となる車両を特定するためのプロセス

・ プログラム等及びハードウェアの構成の互換性を検証するためのプロセス

・ プログラム等の改変による改造が他のシステムに及ぼす影響を評価及び記録するため

のプロセス

・ プログラム等の改変による改造に関する情報を使用者等に通知するためのプロセス

・ 上記検証及び評価の結果、プログラム等の改変による改造の内容、当該改造の実施状

況等の当該改造に関する情報を記録し、保管するためのプロセス

・ プログラム等の改変による改造の開始前において、改竄を合理的に防止するために当

該改造が保護されることを確保するためのプロセス

・ プログラム等の改変による改造が運転中に行われる場合において、当該改造が車両の

安全性に影響を及ぼさないことを評価するためのプロセス（１号申請者に限る。）

（ⅱ）サイバーセキュリティを確保するための業務管理システムの要件

 業務管理システムは、開発・生産・生産後の各段階が考慮されたものであること。

 業務管理システムにおいて使用される以下のプロセスにより、サイバーセキュリティが

十分に考慮されることが確保されていること。

・ サイバーセキュリティを管理するためのプロセス

・ 車両に対するリスクを特定するためのプロセス

・ 特定されたリスクを評価、分類及び処理するためのプロセス

・ 特定されたリスクが適切に管理されていることを検証するためのプロセス

・ 車両のシステムのサイバーセキュリティをテストするためのプロセス

・ リスクアセスメントが最新に保たれていることを確保するためのプロセス

・ 車両へのサイバー攻撃、サイバーセキュリティに対する脅威及び脆弱性の監視、検出

及び対応のためのプロセス並びに実施されたサイバーセキュリティを確保するための
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対策が依然として有効であるかどうかを評価するためのプロセス

③許可を受けた者の遵守事項（法第 条の３第５項関係）

許可を受けた者は、以下の事項を遵守しなければならないこととする。

○ 許可の申請書及びその添付書面に所定の変更事項が生じたときは、その旨を国土交通大臣

に届け出ること。

○ プログラム等の改変による改造の実施状況等、当該改造に関する所定の情報を記録すると

ともに、許可を受けた者の施設において当該情報を保管すること。

○ サイバーセキュリティに対する脅威及び脆弱性の監視、検出及び対応等の許可に係るプロ

グラム等の改変による改造の対象車両のサイバーセキュリティを確保するための措置を講

じること（１号申請者に限る。）。

○ 許可に係るプログラム等の改変による改造の目的、内容及び所要時間、新しい機能の使用

方法等の当該改造に関する情報を使用者等に提供すること。

④ その他

①から③のほか、機構が行った許可に関する技術的な審査の結果の国土交通大臣への通知事

項、経過措置等の、法第 条の３の規定の実施のために必要な規定を定める。

※ 上記②及び③のうち、技術的な細目事項については、新たに制定する自動車の特定改造等の許可に関する技

術上の基準に係る細目等を定める告示に規定。

（（３３））そそのの他他関関係係省省令令等等のの一一部部改改正正

改正法の一部の施行等に伴い、道路運送車両法施行規則、道路運送車両法関係手数料規則等の

関係省令及び道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の関係告示について、所要の改正を

行う。

３３．．ススケケジジュューールル

公 布：令和２年８月５日（本日）

施 行：改正法（第３条関係）の施行の日（令和２年 月 日）
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令和２年８月１２日

自 動 車 局

審査 ・リコール課

台台風風のの前前にに車車両両かかららのの脱脱出出手手順順のの確確認認をを！！
――水水没没車車両両かかららのの脱脱出出手手順順とと脱脱出出用用ハハンンママーー搭搭載載ののおお願願いいににつついいてて――

昨年の台風 号では大雨により車内で被災した方が相次ぎ、令和２年７月豪雨においても車

内での被災がありました。車が水没した場合、正しい手順で速やかに車内から脱出してください。

１．水没した車両からの脱出手順

 冠水した道路を自動車で走行した場合、エンジン等が停止し移動できなくなる危険性があり、

水位によっては水圧等で車両からの脱出が困難になります。

 万が一こうした状況に遭遇した際には、以下の手順で速やかに脱出してください。

① ② ③ ④

水位が低いうちにドアを開

けて脱出する

窓を開いて脱出する 脱出用ハンマーで窓を破

砕し脱出する

あきらめない！浸水して車内

外の水位が同じになるとドア

が開く可能性が高まります

２．脱出用ハンマーの備付けのお願い

 水位の上昇に伴い、万が一、車内からドアや窓を開くことができなくなった場合、素手等で

窓ガラスを割ることは困難です。脱出用ハンマーの備えは「命綱」の確保です。

 【【注注意意！！】】 たただだしし、、フフロロンントトガガララスス等等のの「「合合わわせせガガララスス」」はは割割れれまませせんん。。使用方法等に加え、

車両の破砕可能な窓ガラスの箇所を事前にご確認ください。

別紙１ ： 自動車ユーザーの皆様へ（車両水没時の車内からの脱出手順）

別紙２ ： 自動車販売店、自動車用品販売店等に対する協力依頼について

別紙３ ： 水害時等の車内被災の防止に関する今後の課題・取組案

別紙４ ： 車内被災防止周知用チラシ（ ３両面・２つ折り）

【お問い合わせ先】

審査・リコール課 竹村、高橋

代表： （内線： 、 ）

直通： 、 ：

脱出用ハンマーの過去の実演動画はこちら！

（出典： ）

ドアが開か

ない場合

窓が開か

ない場合
それでも

ダメな場合

21,台風の前に車両からの脱出手順の確認を！
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（別紙１）

自自動動車車ユユーーザザーーのの皆皆様様へへ

――車車両両かかららのの脱脱出出手手順順ににつついいてて――

１１．．水水害害時時にに冠冠水水ししたた道道路路をを走走行行すするる際際のの危危険険性性※１

水害時に冠水した道路を自動車で走行した場合、車内への浸水によりエンジンやモーター等が停止

して移動できなくなる危険性があります。

さらに水位が上昇すると、車外の水圧により、内内側側かかららドドアアをを開開けけるるここととははほほぼぼ不不可可能能ととななりりまますす。

※１ 「水深が床面を超えたら、もう危険！－自動車が冠水した道路を走行する場合に発生する不具合について－」

（ ）

２２．．水水没没ししたた車車両両かかららのの脱脱出出手手順順

車両が水没した際には、以下の①～④の手順に沿って、速やかに車両から脱出してください。

① 水位が低いうちにドアを開けて脱出する

② 水圧等でドアが開かない場合、窓を開いて脱出する

③ ドアも窓も開かない場合は、脱出用ハンマーで窓を割って脱出する。（ただし、フフロロンントトガガララススにに使使

用用さされれてていいるる「「合合わわせせガガララスス」」はは、、割割れれまませせんん。更に、一部の車種では、ドアガラスやリアガラス

にも「合わせガラス」が採用されていることがあります。）※２

④ それでも脱出できない場合も、あきらめないでください。浸水により内外の水位が同程度になると、

ドアが開く可能性が高まります。

① ② ③ ④

※２ 水没時における実験・検証動画等（出典： ）

ＵＲＬ ：

ドアが開か

ない場合

窓が開か

ない場合

それでも

ダメな場合
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３３．．脱脱出出用用ハハンンママーーのの備備付付けけののおお願願いい

自動車の窓ガラスは、走行中の安全性確保のため、十分な強度を有しており、専用の道具を使わず

破砕することは困難です。

自動車の窓ガラスを破砕する専用の道具である「脱出用ハンマー」は、自動車販売店、自動車用品

販売店、ホームセンター、インターネット通信販売等において、３千円未満程度で入手することが可能で

す。「命綱」として、１台に１本、備え付けをお願いします。

（（１１）） 脱脱出出用用ハハンンママーーのの種種類類ににつついいてて

脱出用ハンマーには、幾つかの種類があります。使いやすいものをお求めください。

（（２２）） 脱脱出出用用ハハンンママーーのの性性能能ににつついいてて

脱出用ハンマーの購入時には、 マークや マークなど、性能を保証する表示がある製品のほ

か、販売店等が推奨する製品をお求めください。※３

※３ （独）国民生活センターが実施した「自動車用緊急脱出ハンマーの破砕性能評価試験」では、窓ガラスを破砕で

きない粗悪な自動車用緊急脱出ハンマーの存在も報告されています。

●自動車用緊急脱出ハンマーのガラス破砕性能（（独）国民生活センター）

脱出用ハンマーの一例

出典：国民生活センター 出典：国民生活センター

出典：本田技研工業

金づちのように握って先端で窓を

叩き割るように使用するハンマー

（金づちタイプ）。この製品はシート

ベルトカッターと一体型。

アイスピックのように握って窓

に叩き付けて使用するハンマ

ー（ピックタイプ）。この製品は

消火具と一体型。

先端を窓に押し当てることで自動

で先端が飛び出し窓を破砕する

ハンマー（ポンチタイプ）。この製

品は別体の保護キャップにシート

ベルトカッターが付属。

マーク ＧＳマーク 販売店推奨品

出典：経済産業省 出典：国民生活センター
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（（３３）） 脱脱出出用用ハハンンママーーででもも割割れれなないいガガララススににつついいてて

「「合合わわせせガガララスス」」はは、、脱脱出出用用ハハンンママーーででもも割割れれまませせんん！！

 フフロロンントトガガララススはは、、合合わわせせガガララススでですす。また、一部の車種では、ドアガラスやリアガラスにも合わ

せガラスが使用されています。

 脱出用ハンマーを購入する際は、販売店にご確認頂く等により、ご自身の車の合わせガラスの

箇所をご確認ください。



２枚のガラスを特殊フィルム（中間膜）を介して接

着しているもので、中間膜を破ることが非常に難

しく、ガラスが割れても粉々にならない。

割れると尖りのない小さな

破片になる。

合わせガラス 強化ガラス

板ガラス

特殊フィルム（中間膜）
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別紙２

自自動動車車販販売売店店、、自自動動車車用用品品販販売売店店等等にに対対すするる協協力力依依頼頼ににつついいてて

脱出用ハンマーの搭載拡大と正しい使用法の周知を図るため、自動車販売店、自動車用品販売店等

の関係業界あてに、以下の点について、協力要請を行います。

１． 自動車の販売時等の機会を捉えて、ユーザーに対して、脱出用ハンマーの搭載を推奨すること。

２． 販売店ごとに自社が推奨する脱出用ハンマーを設定し、ユーザー等に推奨すること。

３． 脱出用ハンマーを購入するユーザーに対して、正しい使用法（合わせガラスは割れないこと等）を

説明すること。

（協力依頼先）

 （一社）日本自動車工業会

 日本自動車輸入組合

 （一社）日本自動車販売協会連合会

 （一社）全国軽自動車協会連合会

 （一社）日本中古自動車販売協会連合会

 （一社）自動車用品小売業協会

 全国自動車用品工業会

 全国石油商業組合連合会
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（別紙３）

水水害害時時等等のの車車内内被被災災のの防防止止にに関関すするる今今後後のの課課題題・・取取組組案案

水害時等において、自動車で冠水した道路を運行した場合、エンジン等が停止して移動できなくなる

ことや、車外の水圧により内側からドアを開けることが困難となること等の危険があることから、国土交

通省においては、自動車ユーザーの皆様に対する注意喚起を重ねて行ってきたところです。

しかしながら、令和元年の台風 号等による大雨では、自動車が水没する等により運転者や同乗

者が亡くなる事故が相次ぎました。また、令和２年７月豪雨においても、車内での被災がありました。こ

のため、今回の注意喚起に加えて、今後以下の対策を講じることとします。

（（１１））車車かかららのの脱脱出出方方法法及及びび脱脱出出用用ハハンンママーーのの搭搭載載拡拡大大のの更更ななるる周周知知・・啓啓発発

 関係省庁や自治体と連携し、自動車ユーザーとのあらゆる接点を捉えた更なる周知・啓発

 幅広い年齢層の自動車ユーザーを念頭に、動画や 等の電子媒体からポスター・チラシ

等の紙媒体に至るまで、様々な媒体を活用した累次にわたる周知・啓発

（（２２）） 脱脱出出用用ハハンンママーーのの性性能能確確保保とと粗粗悪悪品品排排除除のの取取組組みみ

 脱出用ハンマーの市場性能調査・結果公表（年度内予定）

 脱出ハンマーに関する 規格（ 自動車用緊急脱出支援具 ・ ）へ適合した製

品の普及（経産省との協力）
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走
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く
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く
。

2
側
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か
後
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。
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。
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が
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。
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。
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割
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意
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振 興 会・ 商 工 組 合 関 係





 

 

 
 
 

2,スキャンツール認定制度に基づく基本・応用研修及び
　認定店申請等に関する実施細則

68

1,スキャンツール認定制度に基づく基本・応用研修及び
　認定店申請等に関する実施細則
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180 240 600 498 600 1,800

フロントガラス損壊見舞金つき

「てんけん安心見舞金」制度から
運転者・同乗者等へお見舞金の支払

プレゼント証発行時にユーザー向けのチラシをご希望の場合は、
下記よりプリントアウトしてご利用ください。
http://www.zenkyosai.or.jp/pdf/tenken.pdf

「てんけん安心見舞金」制度の
プレゼント証綴を購入

１冊２０台分3,000円

納車日時から１年以内に、
その自動車に搭乗中、

交通事故により運転者・同乗者が
入院・通院等

点検・整備等完了後、貴社からお客様へ
「てんけん安心見舞金」

プレゼント証を発行（プレゼント）
1台あたり150円

GOALGOAL STARTSTART

お客様との良好な
関係を築き、

顧客の拡大・固定化に！

納車日時から1年以内に、
当該自動車のフロントガラスが
落下・飛来物により損壊し

ガラスを交換
※（飛び石・ひょうなど）

2011.4　改

C

＜2015.10改100,000＞

平成27年10月1日一部改正

一　　般
社団法人

一　　般
財団法人

NEWNEW

NEWNEW

三信平河町ビル

一般

発行してください。

してください。

してください。

してください。
してください。

2011.4　改

C

C 000000-00
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回送運行許可申請（分解整備業）に関するお知らせ 
 

皆さまもご存じのとおり、平成２９年１１月より整備工場向けの回送運行許可制度の改正が行われ、車検台

数の実績が不要となり、県県内内約約１１２２００事事業業場場以以上上の皆様が活用されている回送運行許可ですが、取得要件につ

きましては下記の通りとなります。 

新規で許可取得を希望される会員事業場におかれましては、裏面の「希望調書」に必要事項をご記入の上、

当会指導部宛 ＦＡＸにてご返信頂くと、許可手引きや必要様式等を郵送させていただきます。 

１１．．許許可可条条件件（（平平成成２２９９年年１１１１月月～～）） 

（（１１））臨臨時時運運行行許許可可（（仮仮ナナンンババーー））にに基基づづくく運運行行実実績績  

直直近近１１年年間間のの臨臨時時運運行行実実績績がが７７台台以以上上  
※協業組合・協同組合の場合は所属する組合員の実績で許可を受けることが可能。 

（（２２））回回送送のの目目的的（（分分解解整整備備））  

①車検のために自ら分解整備しようとする自動車の引き取りのための回送 

②車検のために自ら分解整備した自動車の引き渡しのための回送 

③自ら分解整備した自動車の車検のため車検場までの回送 

（（３３））許許可可書書のの有有効効期期限限  

許可期間は１年～５年間となり、許可日～１月３１日（終期日）までとなる。 

※振興会から申請の場合は、１１年年・・３３年年・・５５年年申請の何れかとなります。 

（（４４））申申請請手手数数料料（新規許可の取得例）  

１１））  １１年年申申請請のの場場合合  

・国に納める手数料・・24,600 円 

・振興会手数料   ・・ 5,400 円 

・自賠責保険料   ・・12,330 円 

     計        42,330 円 

２２））  ３３年年申申請請のの場場合合  

・国に納める手数料・・73,800 円 

・振興会手数料   ・・ 5,400 円 

・自賠責保険料   ・・26,580 円 

 計        105,780 円  

３３））  ５５年年申申請請のの場場合合  

・国に納める手数料・・123,000 円 

・振興会手数料   ・・  8,100 円 

・自賠責保険料   ・・ 40,270 円 

 計         171,370 円 

※ 国に納める手数料及び自賠責保険料は申請月により変動致します。 

※ 振興会手数料は消費税８％含みます。 

※※詳詳ししいい改改正正ににつついいててはは、、当当会会ホホーームムペペーージジ（（hhttttpp::////wwwwww..ooaassiiss--mmiiyyaaggii..oorr..jjpp//））ををごご確確認認下下ささいい。。  

２２．．許許可可取取得得手手順順    

  

 

 

 

  

      

  

      

  

  

※ 申請受付期間 毎月１日～１５日（土日祝日の場合は前日となります）  

ご不明な点等ございましたら、お気軽に問合せ下さい。 

（一社）宮城県自動車整備振興会 指導部 

電話 ０２２－２３６－３３２３ 
 

⑥⑥許許可可書書・・番番号号標標  
のの貸貸与与（（交交付付））  
振興会→事業者 

①①申申請請書書類類提提出出  
    

事業者→振興会  

②②支支局局提提出出（（審審査査））  
 

振興会→支局 

③③許許可可番番号号のの通通知知  
 

振興会→事業者 

④④許許可可書書・・番番号号標標のの

貸貸与与申申請請  
事業者→振興会 

⑤⑤支支局局提提出出（（審審査査））  
 

振興会→支局 

《《  許許可可後後のの業業務務  》》  
ココンンププラライイアアンンススのの徹徹底底  

許許可可証証とと許許可可書書のの管管理理ななどど  

8,250

171,520

5,500

105,880

5,500

42,430

10％含みます。
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一般社団法人 宮城県自動車整備振興会指導部行き 

ＦＡＸ：０２２－２３９－７５２５ 

 
  

「「回回送送運運行行許許可可」」希希望望調調書書    
（新規許可取得希望者対象） 

 
 

令和  年  月  日 

事事  業業  場場  名名  ３３－－  支支部部((分分会会))名名   

事事  業業  場場  名名  

 

住住        所所  
 

TT      EE      LL  
 

FF    AA    XX  
 

担担  当当  者者  名名  
 

希希望望すするる申申請請予予定定のの時時期期ににつついいてて丸丸ををししてておお答答ええ下下ささいい。 

すぐにでも申請したい 急いではいないが申請したい 
まだ予定はないが 

説明には参加したい 

 

《 要望事項等 》 
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ここどどもも１１１１００番番ののくくるるまま屋屋ささんんへへのの登登録録ににごご協協力力くくだだささいい  

〜県内７７２２１１事事業業場場が参加中〜 
近年、子どもを狙う連れ去りや通り魔事件など凶悪な犯罪が多発しています。 
特に登下校時などの身近な地域において多く発生しているケースが目立っており、全国

的に子どもがトラブルに巻き込まれそうになった場合の駆け込み場所を確保することを目
的とし、宮宮城城県県内内のの整整備備業業界界ととししてて、、「「ここどどもも１１１１００番番ののくくるるまま屋屋ささんん」」運運動動を続けてまい
りました。 

まだ、ご登録いただけていない事業場で、本運動の趣旨※１に賛同いただける事業場にお
かれましては、ホームページをご確認くださいます様よろしくお願い致します。（（登登録録すするる
際際のの料料金金はは一一切切かかかかりりまませせんん。。）） 
※1、本運動の趣旨及び詳細は、ホームページをご確認ください。 

（振興会ホームページアドレス：https://oasis-miyagi.or.jp/） 
  
 
 
 
※当会ホームページ内「あなたの街の整備工場」で１１１１００のアイコンが付いている事業場

は既に登録いただいている事業場となります。 

 

〜お問い合わせ先〜 
振興会総務部 

電話：０２２−２３６−３３２２ 

ごご登登録録いいたただだいいたた情情報報等等をを基基にに「「ここどどもも１１１１００番番ののくくるるまま屋屋ささんん運運動動」」参参加加者者名名
簿簿をを作作成成しし、、宮宮城城県県教教育育委委員員会会及及びび各各小小学学校校へへ配配布布ししてておおりりまますす。。  
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令和２年１月２３日 

平平成成３３１１年年度度  自自動動車車分分解解整整備備業業実実態態調調査査結結果果のの概概要要ににつついいてて  

一 般

社団法人 日本自動車整備振興会連合会 

調査企画部 調査企画課 

この度、平成 31 年度の自動車分解整備業実態調査の結果がまとまりましたので、概要をお知

らせします。 

１１．．目目的的  

本調査は、自動車分解整備業の現状及び経営状況等の実態を把握し、同事業の健全な発達に

資する方策の基礎資料として活用することを目的として実施するものです。 

２２．．調調査査時時点点  

令和元年 6月末現在。売上高等については、令和元年 6月末に最も近い決算期分。 

３３．．調調査査結結果果のの概概要要（（別別紙紙参参照照））  

道路運送車両法に規定する自動車分解整備事業者(令和元年 6月末時点 91,605 事業場)のう

ち約 2割を対象(有効回答数は全事業場の約 1割)として調査を行いました。 

平成 31 年度調査における総整備売上高は 5 兆 6,216 億円となり、前年度と比較すると 921

億円増(1.7％増)と 3年連続の増加となりました。

なお、詳細の分析は 3月発刊予定の｢平成 31 年度版自動車整備白書｣に掲載する予定です。

注）1.専 業：自動車整備業の売上高が総売上高の 50%をこえる事業場 

2.兼 業：兼業部門（自動車販売、部品用品販売、保険、石油販売等）の売上高が総売上高の

50%以上を占める事業場（ディーラーを除く。） 

3.ディーラー：自動車製造会社又は国内一手卸売販売会社と特約販売店契約を結んでいる企業の事

業場 

4.自 家：主として自企業が保有する車両の整備を行っている事業場 

3,平成31年度 自動車分解整備業実態調査結果の概要について
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（（１１））総総整整備備売売上上高高

直近 6年間の総整備売上高の推移をみると、平成 27～28 年度は 2 年連続で減少しました

が、平成 28 年度を底に増加に転じ、平成 31 年度は３年連続の増加となりました。 

業態別に前年度と比較すると、専・兼業が 197 億円増(0.8％増)、ディーラーが 745 億円

増(2.8％増)、自家が 21 億円減(0.9％減)となり、自家のみ減少しました。 

作業内容別では、「車検整備」が 0.9％増、「定期点検整備」が 3.4％増、「事故整備」が

5.3％増、「その他整備」が 0.1％増と、すべての作業内容で増加しました。 

平成２６ 平成２７ 平成２８ 平成２９ 平成３０ 平成３１ 31-30 31/26

27,523 27,402 26,285 26,558 26,077 26,274

+2.9% -0.4% -4.1% +1.0% -1.8% +0.8%

20,968 20,224 19,751 19,947 19,364 19,444

+3.2% -3.5% -2.3% +1.0% -2.9% +0.4%

6,555 7,178 6,534 6,611 6,713 6,830

+2.0% +9.5% -9.0% +1.2% +1.5% +1.7%

25,195 25,364 25,355 26,147 26,927 27,672

+0.4% +0.7% -0.04% +3.1% +3.0% +2.8%

2,451 2,367 2,304 2,170 2,291 2,270

+3.7% -3.4% -2.7% -5.8% +5.6% -0.9%

55,169 55,133 53,944 54,875 55,295 56,216

+1.8% -0.1% -2.2% +1.7% +0.8% +1.7%

（単位・億円）

  調査年度

業態

+80

+197

-21

+921

自家

合計

-7.4%

+1.9%

専・兼業

ﾃﾞｨｰﾗｰ

+117

+745

専 業

-4.5%

-7.3%

+4.2%

+9.8%

兼 業

55,169 55,133 53,944 54,875 55,295 56,216 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

平成２６ 平成２７ 平成２８ 平成２９ 平成３０ 平成３１

（億円） 総整備売上高

専・兼業

ディーラー

自家

+1.8%

-0.1%

-2.2%

+1.7%
+0.8%

+1.7%

-5%

0%

+5% 対前年度増減率
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（（２２））事事業業場場数数

調査時点における事業場数は 91,605 事業場で、前年度と比較すると 278 事業場減(0.3%

減)と 4 年連続の減少となりました。 

指定工場数は 30,087 事業場で、前年度と比較すると 12 事業場増(0.04％増)となりまし

た。 

作業内容

2 年 １ 年 小 計 １ 年 ６ ヶ 月 ３ ヶ 月 小 計

売上高 8,098 3,986 12,084 528 151 359 1,038 5,408 7,744 26,274

増減額 +6 ±0 +6 +37 +1 +9 +47 +195 -51 +197
増減比 +0.1% ±0.0% ±0.0% +7.5% +0.7% +2.6% +4.7% +3.7% -0.7% +0.8%

売上高 5,639 3,364 9,003 350 117 311 778 4,083 5,580 19,444
増減額 +4 -25 -21 +40 +1 +1 +42 +152 -93 +80

増減比 +0.1% -0.7% -0.2% +12.9% +0.9% +0.3% +5.7% +3.9% -1.6% +0.4%

売上高 2,459 622 3,081 178 34 48 260 1,325 2,164 6,830
増減額 +2 +25 +27 -3 ±0 +8 +5 +43 +42 +117

増減比 +0.1% +4.2% +0.9% -1.7% ±0.0% +20.0% +2.0% +3.4% +2.0% +1.7%
売上高 7,444 1,633 9,077 2,075 360 249 2,684 5,507 10,404 27,672

増減額 -42 +233 +191 +29 +37 +61 +127 +391 +36 +745

増減比 -0.6% +16.6% +2.1% +1.4% +11.5% +32.4% +5.0% +7.6% +0.3% +2.8%
売上高 704 340 1,044 39 2 10 51 441 734 2,270

売上高 16,246 5,959 22,205 2,642 513 618 3,773 11,356 18,882 56,216

増減額 -66 +264 +198 +43 +15 +65 +123 +573 +27 +921
増減比 -0.4% +4.6% +0.9% +1.7% +3.0% +11.8% +3.4% +5.3% +0.1% +1.7%

（単位・億円）

業態

専・兼業

そ の 他
整 備

合 計
定 期 点 検 整 備

事故整備
車 検 整 備

専業

兼業

合計

ﾃﾞｨｰﾗｰ

自家

92,135 92,160 92,061 92,001 91,883 91,605 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

平成26 平成27 平成28 平成29 平成30 平成31

事業場数

自家

専･兼業

ディーラー

+0.2%

+0.03%

-0.11%
-0.07%

-0.13%

-0.3%

-0.5%

-0.3%

-0.1%

+0.1%

+0.3%
対前年度増減率
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（（３３））整整備備関関係係従従業業員員数数

整備関係従業員数は 536,493 人で、前年度と比較すると 1,075 人増(0.2％増)となってい

ます。 

（（４４））整整備備要要員員数数及及びび整整備備士士数数

整備要員数は 399,135 人で、前年度と比較すると 239 人減(0.1％減)となっています。 

整備士数は 336,897 人で、前年度と比較すると 1,541 人減(0.5％減)となり、整備要員数

に対する整備士数の割合(整備士保有率)は 84.4％で 0.4 ポイント減少しています。 

なお、整備士数は平成 29～30 年度は 2年連続で増加しましたが、平成 24 年度以降の減

少傾向は続く形となりました。 

※参考：内数として、女性整備要員数は 17,409 人(86 人増)、女性整備士数は 10,258 人

(347 人減)、総整備要員数に占める女性整備要員数の割合は 4.4％、総整備士数

に占める女性整備士数の割合は 3.0％ 

（（５５））整整備備要要員員１１人人当当りり年年間間整整備備売売上上高高

整備要員１人当り売上高(自家除く)は 14,166 千円で、前年度と比較すると 1.7％増とな

っています。なお、業態別では以下の通りです。 

専・兼業 9,963 千円(1.0％増) 

ディーラー 23,635 千円(1.8％増) 

（（６６））整整備備要要員員平平均均年年齢齢

整備要員平均年齢(自家除く)は 45.5 歳で、前年度と比較すると 0.2 歳上昇しました。 

（（７７））整整備備要要員員１１人人当当りり年年間間平平均均給給与与

整備要員１人当り年間平均給与(自家除く)は 3,924 千円となり、前年度と比較すると

0.3％増となっています。 
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別紙

1. 総整備売上高　※　（億円） 55,169 55,133 53,944 54,875 55,295 56,216 101.7 ％

27,523 27,402 26,285 26,558 26,077 26,274

（比率、％） (49.9) (49.7) (48.7) (48.4) (47.2) (46.7)

20,968 20,224 19,751 19,947 19,364 19,444

（比率、％） (38.0) (36.7) (36.6) (36.3) (35.0) (34.6)

6,555 7,178 6,534 6,611 6,713 6,830

（比率、％） (11.9) (13.0) (12.1) (12.0) (12.1) (12.1)

25,195 25,364 25,355 26,147 26,927 27,672

（比率、％） (45.7) (46.0) (47.0) (47.6) (48.7) (49.2)

2,451 2,367 2,304 2,170 2,291 2,270

（比率、％） (4.4) (4.3) (4.3) (4.0) (4.1) (4.0)

2. 企  業  数 73,695 73,630 73,371 73,083 73,018 72,845 99.8 ％

3. 事業場（工場）数 92,135 92,160 92,061 92,001 91,883 91,605 99.7 ％

72,224 72,234 72,211 72,200 71,993 71,734 99.6 ％

57,043 57,024 56,735 56,868 56,270 56,032 99.6 ％

15,181 15,210 15,476 15,332 15,723 15,702 99.9 ％

16,179 16,221 16,213 16,180 16,252 16,349 100.6 ％

3,732 3,705 3,637 3,621 3,638 3,522 96.8 ％

4. 指定工場数 29,642 29,737 29,855 29,983 30,075 30,087 100.0 ％

5. 整備関係従業員数　（人） 545,132 546,942 537,880 534,279 535,418 536,493 100.2 ％

6. 整備要員（工員）数　（人） 401,085 401,001 400,713 399,717 399,374 399,135 99.9 ％

342,486 339,999 334,655 336,360 338,438 336,897 99.5 ％

85.4 84.8 83.5 84.1 84.8 84.4

7. 1 事業場当り整備要員数 （人） 4.4 4.4 4.4 4.3 4.3 4.4 +0.1 人

8. 保有車両数  （3月末、千台） 80,273 80,670 80,901 81,260 81,563 81,789 100.3 ％

9. 技術料（工賃）の値上率　（％） - 0.7 + 1.3 + 0.8 + 0.7 + 1.0 + 1.5

10. 10,331 10,293 9,900 10,021 9,866 9,963 101.0 ％

専　 　業 10,174 9,819 9,654 9,751 9,581 9,647 100.7 ％

兼　 　業 10,868 11,911 10,731 10,929 10,794 10,982 101.7 ％

21,905 21,998 21,867 22,639 23,212 23,635 101.8 ％

13,822 13,830 13,539 13,850 13,936 14,166 101.7 ％

11. 48.0 48.5 48.4 49.3 49.7 49.9 +0.2 歳

専　 　業 48.8 49.4 49.4 50.3 50.8 50.9 +0.1 歳

兼　 　業 45.1 45.5 45.1 46.1 46.3 46.8 +0.5 歳

34.1 34.4 34.8 35.0 35.3 35.5 +0.2 歳

43.8 44.3 44.3 45.0 45.3 45.5 +0.2 歳

12. 3,540 3,521 3,542 3,573 3,582 3,622 101.1 ％

専　 　業 3,504 3,476 3,501 3,523 3,539 3,571 100.9 ％

兼　 　業 3,661 3,676 3,679 3,742 3,722 3,786 101.7 ％

4,342 4,417 4,495 4,569 4,661 4,606 98.8 ％

3,782 3,792 3,831 3,875 3,911 3,924 100.3 ％

専　・　兼　業
100.8 ％

自自動動車車整整備備業業のの概概要要

 調査年度

項目

専　 　業
100.4 ％

平成２６ 平成２７ 平成２８ 平成２９ 平成３０ 平成３１ ３１／３０

兼　  業
101.7 ％

デ ィ ー ラ ー
102.8 ％

―

自　  家
99.1 ％

専 ・兼業

専 業

兼 業

ディーラー

自 家

う ち 整 備 士 数 （ 人 ）

整 備 士 保 有 率 （ ％ ） ―

整備要員
１人当り
年間整備
売上高
※ （千円）

専・兼業

ディーラー

平　 　均

整備要員
平均年令
　（歳）

専・兼業

ディーラー

平　 　均

整備要員
 1 人当り
年間平均
給与
（千円）

専・兼業

ディーラー

平　 　均

（注）　各項目の数値は、 各年６月現在のものである。 ただし、 ※印の数値は、 各事業場の６月に最も近い決算期の数値によるものである。
 なお、平成28年度は全事業場を対象に調査を実施し、その年度以外は20%の抽出調査である。
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4,自動車整備業賠償共済保険
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5,「てんけん安心見舞金」制度のご案内
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【必要回線】 インターネットLAN（有線）

【売上ノルマ】 ありません

【その他費用】 端末ロール紙代（追加注文の場合）
10ロール1,950円、20ロール3,800円

【精算サイクル】 1⽇〜15⽇締め ⇒⇒ 当月末振込
（金融機関休業⽇の場合、前営業⽇）
16⽇〜月末締め ⇒⇒ 翌月15⽇振込
（金融機関休業⽇の場合、翌営業⽇）

決済方法 取扱ブランド 決済手数料

クレジット
⽇専連カード ３.２５ ％

VISA / MASTER ３.３０ ％
JCBカードはJCBと直接契約
を結ぶことで利用可能です ー

【お問い合せ先】
宮城県自動車整備商工組合
TEL.022-236-3325
FAX.022-236-3347

（株）日専連ライフサービス 加盟店部 鈴木・村田
TEL.022-267-9211 
FAX.022-213-6017 9:30〜18:00（土日祝休み）

お申込みは下記事項を記入し
商工組合までFAXして下さい

事業場名

代表者名

住所 〒 −

電話番号 ー ー

ご連絡ください！！！
●決済手数料を今より安くしたい。 ●今の端末が古く、新品の端末に変えたい。
※※現在利用中の端末からの置き換えも可能です。

ＦＦＡＡＸＸ：：００２２２２－－２２３３６６－－３３３３４４７７

決済端末機＆設置
代金無料！

月々の利用料
無料！

端末機は
３年補償付き！

端末機は新品です

担当者名

【提携先】

今なら決済端末機を”無料”でご提供いたします！

クレジット決済取扱店のご案内
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6,代車のレンタカー化による新たなビジネスチャンス！！
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リース契約

業務提携

レンタカー
システム契約

組合会員整備工場

茨城交通㈱ 茨城交通㈱
営業所

日立整備工場
提携レンタカ－

整備商工組合

日立キャピタル
オートリース㈱

契約関係図

導入状況

全国の整備事業者様に 約2,700台のご契約を頂いております。（2019年3月末）

2016年度の年間売上実績で、550事業者が収益を実現されました！！
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7,売掛未収金回収制度のご案内
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